
O
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
間
に
お
け
る
人
口
較
差
を
緊
急
に
是
正
す
る
た
め
の
公
職
選
挙
法
及
び
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表

改

正

案

（
公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
四
百
八
十
人
」
を
「
四
百
七
十
五
人
」
に
、

人
」
を
「
二
百
九
十
五
人
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
項
を
削
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
十
三
条
関
係
）

北

海

道

第

一

区

札

幌

市

中

央

区

南

区
西

区

第

二

区

札

幌

市

北

区

東

区
三

区

第

「
三
百

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

現

行

（
公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
四
百
八
十
人
」
を
「
四
百
七
十
五
人
」
に
、

人
」
を
「
二
百
九
十
五
人
」
に
改
め
る
。

創
刊
ヨ
斜
矧
副
刊
↓
則
樹
剣
斗
司
副
叫
制
問
叫
剖
州
叶
同
条
第

三
項
中
「
別
表
第
一
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
別
表
第
ご

を
「
第
一
項
に
規
定
す
る
法
律
で
定
め
る
選
挙
区
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
項
を
削
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
削
除

「
三
百

1-



札

幌

市

白

石

区

豊

平

区

清

田

区

第

四

区

札

幌

市

手

稲

区

小

樽

市

北
海
道
後
志
総
合
振
興
局
管
内

第

五

区

札

幌

市

厚

別

区

江

別

市

千

歳

市

恵

庭

市

北

広

島

市

石

狩

市

北
海
道
石
狩
振
興
局
管
内

第

六

区

旭

川

市

士

別

市

名

寄

市

富

良

野

市

北
海
道
上
川
総
合
振
興
局
管
内

鷹

栖

町

東
神
楽
町

当

麻

町

比

布

町

愛

別

町

-2-



上

川

町

東

川

町

美

瑛

町

上
富
良
野
町

中
富
良
野
町

南
富
良
野
町

占

冠

村

和

寒

町

剣

淵

町

下

川

町

美

深

町

音
威
子
府
村

中

川

町

第

七

区

釧

路

市

根

室

市

北
海
道
釧
路
総
合
振
興
局
管
内

北
海
道
根
室
振
興
局
管
内

第

八

区

函

館

市

北

斗

市

北
海
道
渡
島
総
合
振
興
局
管
内

北
海
道
檎
山
振
興
局
管
内

第

九

区

室

蘭

市

苫

小

牧

市

登

別

市

伊

達

市

北
海
道
胆
振
総
合
振
興
局
管
内

-3-



北
海
道
日
高
振
興
局
管
内

第

十

区

夕

張

市

岩

見

沢

市

留

萌

市

美

唄

市

芦

別

市

赤

平

市

三

笠

市

滝

川

市

砂

川

市

歌

志

内

市

深

川

市

北
海
道
空
知
総
合
振
興
局
管
内

北
海
道
上
川
総
合
振
興
局
管
内

幌
加
内
町

北
海
道
留
萌
振
興
局
管
内

北
海
道
宗
谷
総
合
振
興
局
管
内

幌

延

町

第

十

一

区

帯

広

市

北
海
道
十
勝
総
合
振
興
局
管
内

第

十

二

区

北

見

市

網

走

市

稚

内

市

紋

別

市

北
海
道
宗
谷
総
合
振
興
局
管
内

猿

払

村

-4-



浜
頓
別
町

中
頓
別
町

枝

幸

町

豊

富

町

礼

文

町

利

尻

町

利
尻
富
士
町

北
海
道
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
管
内

青

森

県

第

一

区

青

森

市

本
庁
管
内

横
内
支
所
管
内

浜
館
支
所
管
内

奥
内
支
所
管
内

原
別
支
所
管
内

後
潟
支
所
管
内

野
内
支
所
管
内

五
所
川
原
市

東

津

軽

郡

北

津

軽

郡

第

二

区

十

和

田

市

三

沢

市

む

つ

市

上

北

郡

下

北

郡

三

戸

郡

五

戸

町

-5-



第

三

区

八

戸

市

三

戸

郡

三

戸

町

田

子

町

南

部

町

階

上

町

新

郷

村

第

四

区

青

森

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

弘

前

市

黒

石

市

つ

が

る

市

平

川

市

西

津

軽

郡

中

津

軽

郡

南

津

軽

郡

岩

手

県

第

一

区

盛

岡

市

本
庁
管
内

盛
岡
市
役
所
青
山
支
所
管
内

盛
岡
市
役
所
築
川
支
所
管
内

盛
岡
市
役
所
太
田
支
所
管
内

盛
岡
市
役
所
繋
支
所
管
内

盛
岡
市
役
所
都
南
総
合
支
所
管
内

紫

波

郡

第

二

区

-6-



盛

岡

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

宮

古

市

久

慈

市

二
一
戸
古
川

八

幡

平

市

岩

手

郡

下

閉

伊

郡

岩

泉

町

田
野
畑
村

普

代

村

九

戸

郡

二

戸

郡

第

三

区

大

船

渡

市

遠

野

市

一

関

市

陸
前
高
田
市

釜

石

市

西

磐

井

郡

気

仙

郡

上

閉

伊

郡

下

閉

伊

郡

山

田

町

第

四

区

花

巻

市

北

上

市

奥

州

市

和

賀

郡

-7-



区

ム
口
市
・

宮
城
野
区

若

林

区

泉

区

第

一

三

区

白

石

市

名

取

市

角

田

市

岩

沼

市

刈

田

郡

柴

田

郡

伊

具

郡

亘

理

郡

第

四

区

塩

竃

市

多

賀

城

市

宮

城

郡

黒

川

郡

加

美

郡

第

五

区

石

巻

市

東

松

島

市

第
仙 胆

沢

郡
宮

城

第

区仙

台

市

青

葉

区

太

白

区

県

8-



大

崎

市

大
崎
市
松
山
総
合
支
所
管
内

大
崎
市
三
本
木
総
合
支
所
管
内

大
崎
市
鹿
島
台
総
合
支
所
管
内

刻
附
制
剖
刷
制
創
刻
刑
制
州

遠

田

郡

牡

鹿

郡

第

六

区

気

仙

沼

市

登

米

市

栗

原

市

大

崎

市

第
五
区
に
属
し
な
い
区
域

本

吉

郡秋

田

第

一

区

秋

田

市

第

二

区

能

代

市

大

館

市

男

鹿

市

鹿

角

市

潟

上

市

北

秋

田

市

鹿

角

郡

北

秋

田

郡

山

本

郡

南

秋

田

郡

第

三

区

県

-9 



横

手

市

湯

沢

市

由
利
本
荘
市

大

仙

市

に

か

ほ

市

制
l

引
叶
」
刷

仙

北

郡

雄

勝

郡山

形

第

一

区

山

形

市

上

山

市

天

童

市

東

村

山

郡

第

二

区

米

沢

市

寒

河

江

市

村

山

市

長

井

市

東

根

市

尾

花

沢

市

南

陽

市

西

村

山

郡

北

村

山

郡

東

置

賜

郡

西

置

賜

郡

第

三

区

鶴

岡

市

酒

田

市

県

A
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南

会

津

郡

耶

麻

郡

河

沼

郡

大

沼

郡

第

五

区

い

わ

き

市

双

葉

郡
茨

城

第

一

区

水

戸

市

本
庁
管
内

水
戸
市
役
所
赤
塚
出
張
所
管
内

水
戸
市
役
所
常
澄
出
張
所
管
内

下

妻

市

下
妻
、
長
塚
、
砂
沼
新
田
、
坂
本
新
田
、
大
木
新
田
、
石
の
宮
、
堀
篭

、
坂
井
、
比
毛
、
横
根
、
平
川
戸
、
北
大
宝
、
大
宝
、
大
串
、
平
沼
、

福
田
、
下
木
戸
、
神
明
、
若
柳
、
下
宮
、
数
須
、
筑
波
島
、
下
田
、
中

郷
、
黒
駒
、
江
、
平
方
、
尻
手
、
渋
井
、
桐
ケ
瀬
、
前
河
原
、
赤
須
、

柴
、
半
谷
、
大
木
、
南
原
、
上
野
、
関
本
下
、
袋
畑
、
古
沢
、
小
島
、

二
本
紀
、
今
泉
、
中
居
指
、
新
堀
、
加
養
、
亀
崎
、
樋
橋
、
肘
谷
、
山

尻
、
谷
田
部
、
柳
原
、
安
食
、
高
道
祖
、
本
城
町
一
丁
目
、
本
城
町
二

丁
目
、
本
城
町
三
丁
目
、
小
野
子
町
一
丁
目
、
小
野
子
町
二
丁
目
、
本

宿
町
一
丁
目
、
本
宿
町
二
丁
目
、
田
町
一
丁
目
、
田
町
二
丁
目

笠

間

市

笠
間
市
役
所
笠
間
支
所
管
内

常
陸
大
宮
市

御
前
山
総
合
支
所
管
内

筑

西

市

桜

川

市

県

円
ノ
ム
】

守
f
ム



東

茨

城

郡

城

里

町

第

二

区

水

戸

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

笠

間

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

鹿

嶋

市

潮

来

市

神

栖

市

行

方

市

鉾

田

市

小

美

玉

市

本
庁
管
内

小
美
玉
市
役
所
小
川
総
合
支
所
管
内

東

茨

城

郡

茨

城

町

大

洗

町

第

三

区

龍

ヶ

崎

市

取

手

市

牛

久

市

守

谷

市

稲

敷

市

稲

敷

郡

北

相

馬

郡

第

四

区

常
陸
太
田
市

ひ
た
ち
な
か
市

円
台

υ
1
ょ



常
陸
大
宮
市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

那

珂

市

久

慈

郡

第

五

区

目

立

市

主

同

事

机

ム

巾

北

茨

城

市

那

珂

郡

第

六

区

土

浦

市

石

岡

市

つ
く
ば
市

か
す
み
が
う
ら
市

つ
く
ば
み
ら
い
市

小

美

玉

市

第
二
区
に
属
し
な
い
区
域

第

七

区

古

河

市

結

城

市

下

妻

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

常

総

市

坂

東

市

結

城

郡

猿

島

郡
栃

木

第

一

区

宇

都

宮

市

県

-14-



本
庁
管
内

宇
都
宮
市
平
石
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

宇
都
宮
市
清
原
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

宇
都
宮
市
横
川
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

宇
都
宮
市
瑞
穂
野
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

宇
都
宮
市
城
山
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

宇
都
宮
市
国
本
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

宇
都
宮
市
富
屋
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

宇
都
宮
市
豊
郷
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

宇
都
宮
市
篠
井
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

宇
都
宮
市
姿
川
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

宇
都
宮
市
雀
宮
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

宇
都
宮
市
役
所
宝
木
出
張
所
管
内

宇
都
宮
市
役
所
陽
南
出
張
所
管
内

下

野

市

薬
師
寺
、
成
田
、
町
田
、
谷
地
賀
、
下
文
狭
、
田
中
、
仁
良
川
、
本
吉

田
、
別
当
河
原
、
下
吉
田
、
磯
部
、
中
川
島
、
上
川
島
、
上
吉
田
、
三

王
山
、
絹
板
、
花
田
、
下
坪
山
、
上
坪
山
、
東
根
、
祇
園
一
丁
目
、
祇

園
二
丁
目
、
祇
園
三
丁
目
、
祇
園
四
丁
目
、
祇
園
五
丁
目
、
緑
一
丁
目

、
緑
二
丁
目
、
緑
三
丁
目
、
緑
四
丁
目
、
緑
五
丁
目
、
緑
六
丁
目

河

内

郡

第

二

区

宇

都

宮

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

栃

木

市

西

方

町

鹿

沼

市

日

光

市

さ

く

ら

市

－
l
h
d
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塩

谷

郡

第

三

区

大

田

原

市

矢

板

市

那
須
塩
原
市

那
須
烏
山
市

那

須

郡

第

四

区

栃

木

市

大

平

町

藤

岡

町

都

賀

町

小

山

市

真

岡

市

下

野

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

芳

賀

郡

下

都

賀

郡

第

五

区

足

利

市

栃

木

市

第
二
区
及
び
第
四
区
に
属
し
な
い
区
域

佐

野

市
群

馬

県

第

一

区

前

橋

市

桐

生

市

新
里
支
所
管
内

黒
保
根
支
所
管
内

n
h
u
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沼

田

市

渋

川

市

渋
川
市
赤
城
総
合
支
所
管
内

渋
川
市
北
橘
総
合
支
所
管
内

み

ど

り

市

み
ど
り
市
東
支
所
管
内

利

根

郡

第

二

区

桐

生

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

伊

勢

崎

市

太

田

市

薮
塚
町
、
山
之
神
町
、
寄
合
町
、

み

ど

り

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

佐

波

郡

第

三

区

太

田

市

第
二
区
に
属
し
な
い
区
域

館

林

市

邑

楽

郡

第

四

区

高

崎

市

本
庁
管
内

高
崎
市
新
町
支
所
管
内

高
崎
市
吉
井
支
所
管
内

藤

岡

市

多

野

郡

第

五

区

大
原
町
、
六
千
石
町
、

大
久
保
町

ウ
4

1
1
4
 



高

崎

市

第
四
区
に
属
し
な
い
区
域

渋

川

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

富

岡

市

安

中

市

北

群

馬

郡

甘

楽

郡

吾

妻

郡埼

玉

第

一

区

さ
い
た
ま
市

見

沼

区

浦

和

区

緑

区

岩

槻

区

第

二

区

川

口

市

第

三

区

草

加

市

越

谷

市

第

四

区

朝

霞

市

志

木

市

和

光

市

新

座

市

第

五

区

さ
い
た
ま
市

西

区

県

n
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北

区

大

宮

区

中

央

区

第

六

区

鴻

巣

市

本
庁
管
内

吹
上
支
所
管
内

上

尾

市

桶

川

市

北

本

市

北

足

立

郡

第

七

区

川

越

市

富

士

見

市

ふ
じ
み
野
市

本
庁
管
内

第

八

区

所

沢

市

ふ
じ
み
野
市

第
七
区
に
属
し
な
い
区
域

入

間

郡

三

芳

町

第

九

区

飯

能

市

狭

山

市

入

間

市

日

吉

問

＋

巾

入

間

郡

毛
呂
山
町

n可
d

1
1ム



越

生

町

第

十

区

東

松

山

市

坂

戸

市

鶴

ケ

島

市

比

企

郡

第

十

一

区

熊

谷

市

熊
谷
市
役
所
江
南
行
政
セ
ン
タ
ー
管
内

秩

父

市

本

庄

市

深

谷

市

秩

父

郡

児

玉

郡

大

里

郡

第

十

二

区

熊

谷

市

第
十
一
区
に
属
し
な
い
区
域

行

田

市

加

須

市

羽

生

市

鴻

巣

市

第
六
区
に
属
し
な
い
区
域

第

十

三

区

春

日

部

市

赤
沼
、
一
ノ
割
、
一
ノ
割
一
丁
目
、
一
ノ
割
二
丁
目
、
一
ノ
割
三
丁
目

一
ノ
割
四
丁
目
、
牛
島
、
内
牧
、
梅
田
、
梅
田
一
丁
目
、
梅
田
二
丁

目
、
梅
田
三
丁
目
、
梅
田
本
町
一
丁
目
、
梅
田
本
町
二
丁
目
、
大
枝
、

大
沼
一
丁
目
、
大
沼
二
丁
目
、
大
沼
三
丁
目
、
大
沼
四
丁
目
、
大
沼
玉

20-



丁
目
、
大
沼
六
丁
目
、
大
沼
七
丁
目
、
大
場
、
大
畑
、
粕
壁
、
粕
壁
一

丁
目
、
粕
壁
二
丁
目
、
粕
壁
三
丁
目
、
粕
壁
四
丁
目
、
粕
壁
東
一
丁
目

、
粕
壁
東
二
丁
目
、
粕
壁
東
三
丁
目
、
粕
壁
東
四
丁
目
、
粕
壁
東
五
丁

目
、
粕
壁
東
六
丁
目
、
上
大
増
新
田
、
上
蛭
田
、
小
湖
、
栄
町
一
丁
目

、
栄
町
二
丁
目
、
栄
町
三
丁
目
、
下
大
増
新
田
、
下
蛭
田
、
新
川
、
薄

谷
、
千
間
一
丁
目
、
中
央
一
丁
目
、
中
央
二
丁
目
、
中
央
三
丁
目
、
中

央
四
丁
目
、
中
央
五
丁
目
、
中
央
六
丁
目
、
中
央
七
丁
目
、
中
央
八
丁

目
、
銚
子
口
、
道
口
蛭
田
、
道
順
川
戸
、
豊
野
町
一
丁
目
、
豊
野
町
二

丁
目
、
豊
野
町
三
丁
目
、
武
里
中
野
、
新
方
袋
、
西
八
木
崎
一
丁
目
、

西
八
木
崎
二
丁
目
、
西
八
木
崎
三
丁
目
、
八
丁
目
、
花
積
、
浜
川
戸
一

丁
目
、
浜
川
戸
二
丁
目
、
樋
掘
、
樋
龍
、
備
後
西
一
丁
目
、
備
後
西
二

丁
目
、
備
後
西
三
丁
目
、
備
後
西
四
丁
目
、
備
後
西
五
丁
目
、
備
後
東

一
丁
目
、
備
後
東
二
丁
目
、
備
後
東
三
丁
目
、
備
後
東
四
丁
目
、
備
後

東
五
丁
目
、
備
後
東
六
丁
目
、
備
後
東
七
丁
目
、
備
後
東
八
丁
目
、
藤

塚
、
不
動
院
野
、
本
田
町
一
丁
目
、
本
田
町
二
丁
目
、
増
富
、
増
戸
、

増
田
新
田
、
緑
町
一
丁
目
、
緑
町
二
丁
目
、
緑
町
三
丁
目
、
緑
町
四
丁

目
、
緑
町
五
丁
目
、
緑
町
六
丁
目
、
南
一
丁
目
、
南
二
丁
目
、
南
三
丁

目
、
南
四
丁
目
、
南
五
丁
目
、
南
栄
町
、
南
中
曽
根
、
八
木
崎
町
、
谷

原
一
丁
目
、
谷
原
二
丁
目
、
谷
原
三
丁
目
、
谷
原
新
田
、
豊
町
一
丁
目

、
豊
町
二
丁
目
、
豊
町
三
丁
目
、
豊
町
四
丁
目
、
豊
町
五
丁
目
、
豊
一
町

六
丁
目
、
六
軒
町

久

喜

市

本
庁
管
内

久
喜
市
菖
蒲
総
合
支
所
管
内

蓮

田

市

白

岡

市

南

埼

玉

郡

第

十

四

区

春

日

部

市

ーム円ノ“



第
十
三
区
に
属
し
な
い
区
域

久

喜

市

第
十
三
区
に
属
し
な
い
区
域

八

潮

市

三

郷

市

幸

手

市

吉

川

市

北

葛

飾

郡

第

十

五

区

さ
い
た
ま
市

桜

区

南

区

蕨

市
戸

田

ム

巾

千

葉

第

一

区

千

葉

市

中

央

区

稲

毛

区

美

浜

区

第

二

区

千

葉

市

花
見
川
区

習

志

野

市

八

千

代

市

第

三

区

千

葉

市

緑

区

市

原

市

県
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第

四

区

船

橋

市

本
庁
管
内

船
橋
市
二
宮
出
張
所
管
内

船
橋
市
芝
山
出
張
所
管
内

船
橋
市
高
根
台
出
張
所
管
内

船
橋
市
習
志
野
台
出
張
所
管
内

船
橋
市
西
船
橋
出
張
所
管
内

船
橋
市
船
橋
駅
前
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
管
内

第

五

区

市

川

市

本
庁
管
内

市
川
一
丁
目
、
市
川
二
丁
目
、
市
川
三
丁
目
、
市
川
南
一
丁
目
、
市

川
南
二
丁
目
、
市
川
南
三
丁
目
、
市
川
南
四
丁
目
、
市
川
南
五
丁
目

、
真
間
一
丁
目
、
真
間
二
丁
目
、
真
間
三
丁
目
、
新
田
一
丁
目
、
新

田
二
丁
目
、
新
田
三
丁
目
、
新
田
四
丁
目
、
新
田
五
丁
目
、
平
田
一

丁
目
、
平
田
二
丁
目
、
平
田
三
丁
目
、
平
田
四
丁
目
、
大
洲
一
丁
目

、
大
洲
二
丁
目
、
大
洲
三
丁
目
、
大
洲
四
丁
目
、
大
和
田
一
丁
目
、

大
和
田
二
丁
目
、
大
和
田
三
丁
目
、
大
和
田
四
丁
目
、
大
和
田
五
丁

目
、
東
大
和
田
一
丁
目
、
東
大
和
田
二
丁
目
、
稲
荷
木
一
丁
目
、
稲

荷
木
二
丁
目
、
稲
荷
木
三
丁
目
、
八
幡
一
丁
目
、
八
幡
二
丁
目
、
八

幡
三
丁
目
、
八
幡
四
丁
目
、
八
幡
五
丁
目
、
八
幡
六
丁
目
、
南
八
幡

一
丁
目
、
南
八
幡
二
丁
目
、
南
八
幡
三
丁
目
、
南
八
幡
四
丁
目
、
南

八
幡
五
丁
目
、
菅
野
一
丁
目
、
菅
野
二
丁
目
、
菅
野
三
丁
目
、
菅
野

四
丁
目
、
菅
野
五
丁
目
、
菅
野
六
丁
目
、
東
菅
野
一
丁
目
、
東
菅
野

二
丁
目
、
東
菅
野
三
丁
目
、
鬼
越
一
丁
目
、
鬼
越
二
丁
目
、
鬼
高
一

丁
目
、
鬼
高
二
丁
目
、
鬼
高
三
丁
目
、
鬼
高
四
丁
目
、
高
石
神
、
中

山
一
丁
目
、
中
山
二
丁
目
、
中
山
三
丁
目
、
中
山
四
丁
目
、
若
宮
一

丁
目
、
若
宮
二
丁
目
、
若
宮
三
丁
目
、
北
方
一
丁
目
、
北
方
二
丁
目
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東

京

第

一

区

千

代

田

区

港

区

新

宿

区

第

二

区

中

央

区

文

京

区

台

東

区

第

三

区

品

川

区

大

田

区

大
田
区
嶺
町
特
別
出
張
所
管
内

大
田
区
田
園
調
布
特
別
出
張
所
管
内

大
田
区
鵜
の
木
特
別
出
張
所
管
内

大
田
区
久
が
原
特
別
出
張
所
管
内
（
池
上
三
丁
目
に
属
す
る
区
域
を
除

く
。
）

大
田
区
雪
谷
特
別
出
張
所
管
内

大
田
区
千
束
特
別
出
張
所
管
内

大
田
区
矢
口
特
別
出
張
所
管
内
（
千
鳥
一
丁
目
、
千
鳥
二
丁
目
及
び
千

鳥
三
丁
目
に
属
す
る
区
域
に
限
る
。
）

大
島
支
庁
管
内

三
宅
支
庁
管
内

八
丈
支
庁
管
内

小
笠
原
支
庁
管
内

第

四

区

大

田

区

第
三
区
に
属
し
な
い
区
域

玉

区

第

都

-27-



目

黒

区

世

田

谷

区

世
田
谷
区
池
尻
ま
ち
ゃ
つ
く
り
セ
ン
タ
ー
管
内

世
田
谷
区
下
馬
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
管
内

世
田
谷
区
上
馬
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
管
内

世
田
谷
区
奥
沢
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
管
内

世
田
谷
区
九
品
仏
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
管
内

世
田
谷
区
等
々
力
出
張
所
管
内

世
田
谷
区
上
野
毛
ま
ち
ゃ
つ
く
り
セ
ン
タ
ー
管
内

世
田
谷
区
用
賀
出
張
所
管
内

世
田
谷
区
深
沢
ま
ち
ゃ
つ
く
り
セ
ン
タ
ー
管
内

第

六

区

世

田

谷

区

第
五
区
に
属
し
な
い
区
域

第

七

区

渋

谷

区

中

野

区

第

八

区

杉

並

区

第

九

区

練

馬

区

豊
玉
上
二
丁
目
、
豊
玉
中
一
丁
目
、
豊
玉
中
二
丁
目
、
豊
一
玉
中
三
丁
目

、
豊
玉
中
四
丁
目
、
豊
玉
南
一
丁
目
、
豊
玉
南
二
丁
目
、
豊
玉
南
三
丁

目
、
豊
玉
北
三
丁
目
、
豊
玉
北
四
丁
目
、
豊
玉
北
五
丁
目
、
豊
玉
北
六

丁
目
、
中
村
一
丁
目
、
中
村
二
丁
目
、
中
村
三
丁
目
、
中
村
南
一
丁
目

、
中
村
南
二
丁
目
、
中
村
南
三
丁
目
、
中
村
北
一
丁
目
、
中
村
北
二
丁

目
、
中
村
北
三
丁
目
、
中
村
北
四
丁
目
、
練
馬
一
丁
目
、
練
馬
二
丁
目

、
練
馬
三
丁
目
、
練
馬
四
丁
目
、
向
山
一
丁
目
、
向
山
二
丁
目
、
向
山

三
丁
目
、
向
山
四
丁
目
、
貫
井
一
丁
目
、
貫
井
二
丁
目
、
貫
井
三
丁
目

口
δ

円
〆
山



、
貫
井
四
丁
目
、
貫
井
五
丁
目
、
春
日
町
一
丁
目
、
春
日
町
二
丁
目
、

春
日
町
三
丁
目
、
春
日
町
四
丁
目
、
春
日
町
五
丁
目
、
春
日
町
六
丁
目

、
高
松
一
丁
目
、
高
松
二
丁
目
、
高
松
三
丁
目
、
高
松
四
丁
目
、
高
松

五
丁
目
、
高
松
六
丁
目
、
田
柄
三
丁
目
（
十
四
番
か
ら
三
十
番
ま
で
を

除
く
。
）
、
田
柄
五
丁
目
（
二
十
一
番
か
ら
二
十
八
番
ま
で
を
除
く
。

）
、
光
が
丘
二
丁
目
、
光
が

E
三
丁
目
、
光
が
正
四
丁
目
、
光
が
正
五

丁
目
、
光
が
正
六
丁
目
、
光
が
丘
七
丁
目
、
旭
町
一
丁
目
、
旭
町
二
丁

目
、
旭
町
三
丁
目
、
土
支
田
一
丁
目
、
土
支
田
二
丁
目
、
土
支
田
三
丁

目
、
土
支
田
四
丁
目
、
富
士
見
台
一
丁
目
、
富
士
見
台
二
丁
目
、
富
士

見
台
三
丁
目
、
富
士
見
台
四
丁
目
、
南
田
中
一
丁
目
、
南
田
中
二
丁
目

、
南
田
中
三
丁
目
、
南
田
中
四
丁
目
、
南
田
中
五
丁
目
、
高
野
台
一
丁

目
、
高
野
台
二
丁
目
、
高
野
台
三
丁
目
、
高
野
台
四
丁
目
、
高
野
台
五

丁
目
、
谷
原
一
丁
目
、
谷
原
二
丁
目
、
谷
原
三
丁
目
、
谷
原
四
丁
目
、

谷
原
五
丁
目
、
谷
原
六
丁
目
、
三
原
台
一
丁
目
、
三
原
台
二
丁
目
、
三

原
台
三
丁
目
、
石
神
井
町
一
丁
目
、
石
神
井
町
二
丁
目
、
石
神
井
町
三

丁
目
、
石
神
井
町
四
丁
目
、
石
神
井
町
五
丁
目
、
石
神
井
町
六
丁
目
、

石
神
井
町
七
丁
目
、
石
神
井
町
八
丁
目
、
石
神
井
台
一
丁
目
、
石
神
井

台
二
丁
目
、
石
神
井
台
三
丁
目
、
石
神
井
台
四
丁
目
、
石
神
井
台
五
丁

目
、
石
神
井
台
六
丁
目
、
石
神
井
台
七
丁
目
、
石
神
井
台
八
丁
目
、
下

石
神
井
一
丁
目
、
下
石
神
井
二
丁
目
、
下
石
神
井
三
丁
目
、
下
石
神
井

四
丁
目
、
下
石
神
井
五
丁
目
、
下
石
神
井
六
丁
目
、
東
大
泉
一
丁
目
、

東
大
泉
二
丁
目
、
東
大
泉
三
丁
目
、
東
大
泉
四
了
目
、
東
大
泉
五
丁
目

、
東
大
泉
六
丁
目
、
東
大
泉
七
丁
目
、
西
大
泉
町
、
西
大
泉
一
丁
目
、

西
大
泉
二
丁
目
、
西
大
泉
三
丁
目
、
西
大
泉
四
丁
目
、
西
大
泉
五
丁
目

、
西
大
泉
六
丁
目
、
南
大
泉
一
丁
目
、
南
大
泉
二
丁
目
、
南
大
泉
三
丁

目
、
南
大
泉
四
丁
目
、
南
大
泉
五
丁
目
、
南
大
泉
六
丁
目
、
大
泉
町
一

丁
目
、
大
泉
町
二
丁
目
、
大
泉
町
三
丁
目
、
大
泉
町
四
丁
目
、
大
泉
町

五
丁
目
、
大
泉
町
六
丁
目
、
大
泉
学
園
町
一
丁
目
、
大
泉
学
園
町
二
丁

目
、
大
泉
学
園
町
三
丁
目
、
大
泉
学
園
町
四
丁
目
、
大
泉
学
園
町
玉
丁

Q
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目
、
大
泉
学
園
町
六
丁
目
、
大
泉
学
園
町
七
丁
目
、
大
泉
学
園
町
八
丁

目
、
大
泉
学
園
町
九
丁
目
、
関
町
北
一
丁
目
、
関
町
北
二
丁
目
、
関
町

北
三
丁
目
、
関
町
北
四
丁
目
、
関
町
北
五
丁
目
、
関
町
南
一
丁
目
、
関

町
南
二
丁
目
、
関
町
南
三
丁
目
、
関
町
南
四
丁
目
、
上
石
神
井
南
町
、

立
野
町
、
上
石
神
井
一
丁
目
、
上
石
神
井
二
丁
目
、
上
石
神
井
三
丁
目

、
上
石
神
井
四
丁
目
、
関
町
東
一
丁
目
、
関
町
東
二
丁
目

第

十

区

豊

島

区

練

馬

区

第
九
区
に
属
し
な
い
区
域

第

十

一

区

板

橋

区

第

十

二

区

北

区
足

立

区

入
谷
町
、
入
谷
一
丁
目
、
入
谷
二
丁
目
、
入
谷
三
丁
目
、
入
谷
四
丁
目

、
入
谷
五
丁
目
、
入
谷
六
丁
目
、
入
谷
七
丁
目
、
入
谷
八
丁
目
、
入
谷

九
丁
目
、
扇
一
丁
目
、
扇
二
丁
目
、
扇
三
丁
目
、
興
野
一
丁
目
、
興
野

二
丁
目
、
小
台
一
丁
目
、
小
台
二
丁
目
、
加
賀
一
丁
目
、
加
賀
二
丁
目

、
江
北
一
丁
目
、
江
北
二
丁
目
、
江
北
三
丁
目
、
江
北
四
丁
目
、
江
北

玉
丁
目
、
江
北
六
丁
目
、
江
北
七
丁
目
、
皿
沼
一
丁
目
、
皿
沼
二
丁
目

、
皿
沼
三
丁
目
、
鹿
浜
一
丁
目
、
鹿
浜
二
丁
目
、
鹿
浜
三
丁
目
、
鹿
浜

四
丁
目
、
鹿
浜
五
丁
目
、
鹿
浜
六
丁
目
、
鹿
浜
七
丁
目
、
鹿
浜
八
丁
目

、
新
田
一
丁
目
、
新
田
二
丁
目
、
新
田
三
丁
目
、
椿
一
丁
目
、
椿
二
丁

目
、
舎
人
公
園
、
舎
人
町
、
舎
人
一
丁
目
、
舎
人
二
丁
目
、
舎
人
三
丁

目
、
舎
人
四
丁
目
、
舎
人
五
丁
目
、
舎
人
六
丁
目
、
西
新
井
栄
町
三
丁

目
、
西
新
井
本
町
一
丁
目
、
西
新
井
本
町
二
丁
目
、
西
新
井
本
町
三
丁

目
、
西
新
井
本
町
四
丁
目
、
西
新
井
本
町
五
丁
目
、
堀
之
内
一
・
丁
目
、

堀
之
内
二
丁
目
、
宮
城
一
丁
目
、
宮
城
二
丁
目
、
本
木
北
町
、
本
木
西

n
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町
、
本
木
東
町
、
本
木
南
町
、
本
木
一
丁
目
、
本
木
二
丁
目
、

二
丁
目
、
谷
在
家
三
丁
目

第

十

三

区

足

立

区

第
十
二
区
に
属
し
な
い
区
域

第

十

四

区

墨

田

区

荒

川

区

第

十

五

区

江

東

区

第

十

六

区

江

戸

川

区

本
庁
管
内
（
上
一
色
三
丁
目
に
属
す
る
区
域
を
除
く
。
）

江
戸
川
区
小
松
川
事
務
所
管
内

江
戸
川
区
葛
西
事
務
所
管
内

江
戸
川
区
東
部
事
務
所
管
内

江
戸
川
区
鹿
骨
事
務
所
管
内

第

十

七

区

葛

飾

区

江

戸

川

区

第
十
六
区
に
属
し
な
い
区
域

第

十

八

区

武

蔵

野

市

府

中

市

小

金

井

市

第

十

九

区

小

平

市

国

分

寺

市

国

立

市

谷
在
家

1
1ムqο 



西

東

京

市

第

二

十

区

東

村

山

市

東

大

和

市

清

瀬

市

東
久
留
米
市

武
蔵
村
山
市

第
二
十
一
区

立

川

市

昭

島

市

日

野

市

第
二
十
二
区

三

鷹

市

調

布

市

狛

江

市

稲

城

市

第
二
十
三
区

町

田

市

多

摩

市

第
二
十
四
区

八

王

子

市

第
二
十
五
区

青

梅

市

福

生

市

羽

村

市

あ
き
る
野
市

西

多

摩

郡

神

奈

一

区

第
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横

浜

市

港

北

区

都

筑

区

第

八

区

横

浜

市

緑

区

青

葉

区

第

九

区

川

崎

市

多

摩

区

麻

生

区

第

十

区

川

崎

市

川

崎

区

幸

区

中

原

区

新
丸
子
町
、
新
丸
子
東
一
丁
目
、
新
丸
子
東
二
丁
目
、
新
丸
子
東
三

丁
目
、
丸
子
通
一
丁
目
、
丸
子
通
二
丁
目
、
上
丸
子
山
王
町
一
丁
目

、
上
丸
子
山
王
町
二
丁
目
、
上
丸
子
八
幡
町
、
上
丸
子
天
神
町
、
小

杉
町
一
丁
目
、
小
杉
町
こ
丁
目
、
小
杉
町
三
丁
目
、
小
杉
御
殿
町
一

丁
目
、
小
杉
御
殿
町
二
丁
目
、
小
杉
陣
屋
町
一
丁
目
、
小
杉
陣
屋
町

二
丁
目
、
等
々
力
、
木
月
一
丁
目
、
木
月
二
丁
目
、
木
月
三
丁
目
、

木
月
四
丁
目
、
西
加
瀬
、
木
月
祇
園
町
、
木
月
伊
勢
町
、
木
月
大
町

、
木
月
住
吉
町
、
苅
宿
、
大
倉
町
、
市
ノ
坪
、
今
井
上
町
、
今
井
仲

町
、
今
井
南
町
、
今
井
、
今
井
西
町
、
井
田
一
丁
目
、
井
田
二
丁
目

、
井
田
三
丁
目
、
井
田
三
舞
町
、
井
田
杉
山
町
、
井
田
中
ノ
町
、
上

平
間
、
田
尻
町
、
北
谷
町
、
中
丸
子
、
下
沼
部
、
上
丸
子
、
小
杉

第

十

一

区

横

須

賀

市

d
生

司
、

υ



三

浦

市

第

十

二

区

藤

沢

市

高

座

郡

第

十

三

区

大

和

市

海

老

名

市

座

間

市

綾

瀬

市

第

十

四

区

相

模

原

市

緑

区相
原
、
相
原
一
丁
目
、
相
原
二
丁
目
、
相
原
三
丁
目
、
相
原
四
丁
目

、
相
原
五
丁
目
、
相
原
六
丁
目
、
大
島
、
大
山
町
、
上
九
沢
、
下
九

沢
、
田
名
、
西
橋
本
一
丁
目
、
西
橋
本
二
丁
目
、
西
橋
本
三
丁
目
、

西
橋
本
四
丁
目
、
西
橋
本
五
丁
目
、
二
本
松
一
丁
目
、
二
本
松
二
丁

目
、
二
本
松
三
丁
目
、
二
本
松
四
丁
目
、
橋
本
一
丁
目
、
橋
本
二
丁

目
、
橋
本
三
丁
目
、
橋
本
四
丁
目
、
橋
本
五
丁
目
、
橋
本
六
丁
目
、

橋
本
七
丁
目
、
橋
本
八
丁
目
、
橋
本
台
一
丁
目
、
橋
本
台
二
丁
目
、

橋
本
台
三
丁
目
、
橋
本
台
四
丁
目
、
東
橋
本
一
丁
目
、
東
橋
本
二
丁

目
、
東
橋
本
三
丁
目
、
東
橋
本
四
丁
目
、
元
橋
本
町

中

央

区

南

区旭
町
、
鵜
野
森
一
丁
目
、
鵜
野
森
二
丁
目
、
鵜
野
森
三
丁
目
、
大
野

台
一
丁
目
、
大
野
台
二
丁
目
、
大
野
台
三
丁
目
、
大
野
台
四
丁
目
、

大
野
台
玉
丁
目
、
大
野
台
六
丁
目
、
大
野
台
七
丁
目
、
大
野
台
八
丁

目
、
上
鶴
間
一
丁
目
、
上
鶴
間
二
丁
目
、
上
鶴
間
三
丁
目
、
上
鶴
間

四
丁
目
、
上
鶴
間
五
丁
目
、
上
鶴
間
六
丁
目
、
上
鶴
間
七
丁
目
、
上

鶴
間
八
丁
目
、
上
鶴
間
本
町
一
丁
目
、
上
鶴
間
本
町
二
丁
目
、
上
鶴

35-



間
本
町
三
丁
目
、
上
鶴
間
本
町
四
丁
目
、
上
鶴
間
本
町
五
丁
目
、
上

鶴
間
本
町
六
丁
目
、
上
鶴
間
本
町
七
丁
目
、
上
鶴
間
本
町
八
丁
目
、

上
鶴
間
本
町
九
丁
目
、
古
淵
一
丁
目
、
古
淵
二
丁
目
、
古
淵
三
丁
目

、
古
淵
四
丁
目
、
古
淵
五
丁
目
、
古
淵
六
丁
目
、
栄
町
、
相
模
大
野

一
丁
目
、
相
模
大
野
二
丁
目
、
相
模
大
野
三
丁
目
、
相
模
大
野
四
丁

目
、
相
模
大
野
五
丁
目
、
相
模
大
野
六
丁
目
、
相
模
大
野
七
丁
目
、

相
模
大
野
八
丁
目
、
相
模
大
野
九
丁
目
、
相
南
一
丁
目
、
相
南
二
丁

目
、
相
南
三
丁
目
、
相
南
四
丁
目
、
西
大
沼
一
丁
目
、
西
大
沼
二
丁

目
、
西
大
沼
三
丁
目
、
西
大
沼
四
丁
目
、
西
大
沼
五
丁
目
、
東
大
沼

一
丁
目
、
東
大
沼
二
丁
目
、
東
大
沼
三
丁
目
、
東
大
沼
四
丁
目
、
東

林
間
一
丁
目
、
東
林
間
二
丁
目
、
東
林
間
三
丁
目
、
東
林
間
四
丁
目

、
東
林
間
五
丁
目
、
東
林
間
六
丁
目
、
東
林
間
七
丁
目
、
東
林
間
八

丁
目
、
文
京
一
丁
目
、
文
京
二
丁
目
、
松
が
枝
町
、
御
園
一
丁
目
、

御
園
二
丁
目
、
御
園
三
丁
目
、
豊
町
、
若
松
一
丁
目
、
若
松
二
丁
目

、
若
松
三
丁
目
、
若
松
四
丁
目
、
若
松
五
丁
目
、
若
松
六
丁
目

第

十

五

区

平

塚

市

茅

ケ

崎

市

中

郡

第

十

六

区

相

模

原

市

緑

区第
十
四
区
に
属
し
な
い
区
域

南

区第
十
四
区
に
属
し
な
い
区
域

厚

木

市

伊

勢

原

市

愛

甲

郡

第

十

七

区
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小

田

原

市

秦

野

市

南

足

柄

市

足

柄

上

郡

足

柄

下

郡

第

十

八

区

川

崎

市

中

原

区

第
十
区
に
属
し
な
い
区
域

高

津

区

宮

前

区

新

潟

県

第

一

区

新

潟

市

北

区本
庁
管
内
（
細
山
に
属
す
る
区
域
に
限
る
。
）

北
区
役
所
北
出
張
所
管
内
（
す
み
れ
野
四
丁
目
に
属
す
る
区
域
を
除

く
。
）

東

区本
庁
管
内

東
区
役
所
石
山
出
張
所
管
内
（
亀
田
中
島
四
丁
目
に
属
す
る
区
域
を

除
く
。
）

中

央

区

本
庁
管
内

中
央
区
役
所
東
出
張
所
管
内

中
央
区
役
所
南
出
張
所
管
内
（
鵜
ノ
子
及
び
亀
田
早
通
に
属
す
る
区

域
を
除
く
。
）

江

南

区

本
庁
管
内
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天
野
、
天
野
一
丁
目
、
天
野
二
丁
目
、
天
野
三
丁
目
、
粟
山
、
姥

ケ
山
、
江
口
、
大
淵
、
祖
父
興
野
、
嘉
木
、
嘉
瀬
、
上
和
田
、
北

山
、
久
蔵
興
野
、
蔵
岡
、
酒
屋
町
、
笹
山
、
三
百
地
、
鐘
木
、
清

五
郎
、
曽
川
、
楚
川
、
曽
野
木
一
丁
目
、
曽
野
木
二
丁
目
、
太
右

エ
門
新
田
、
俵
柳
、
直
り
山
、
長
潟
、
中
野
山
、
鍋
潟
新
田
、
西

野
、
西
山
、
花
ノ
牧
、
平
賀
、
細
山
、
舞
潟
、
松
山
、
丸
潟
新
田

、
丸
山
、
丸
山
ノ
内
善
之
丞
組
、
若
荷
谷
、
山
二
ツ
、
両
川
一
丁

目
、
両
川
二
丁
目
、
和
田
、
割
野

南

区本
庁
管
内
（
天
野
に
属
す
る
区
域
に
限
る
。
）

西

区本
庁
管
内

西
区
役
所
西
出
張
所
管
内
（
四
ツ
郷
屋
及
び
奥
兵
衛
野
新
田
に
属
す

る
区
域
を
除
く
。
）

西
区
役
所
黒
埼
出
張
所
管
内

第

二

区

新

潟

市

南

区南
区
役
所
味
方
出
張
所
管
内

南
区
役
所
月
潟
出
張
所
管
内

西

区第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

西

蒲

区

長

岡

市

刺
刷
創
刊
ベ
酎
剰
剛
叫
鳳
利
引
凶
捌
州
引
引
叶
判
劇
刊
制
剤
ヨ
則
ヨ
刊

一
日
に
お
い
て
三
島
郡
越
路
町
の
区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
限
る
。
）

長
岡
市
越
路
支
所
管
内

長
岡
市
三
島
支
所
管
内

長
岡
市
小
国
支
所
管
内

nδ 
円
ベ
d



長
岡
市
和
島
支
所
管
内

長
岡
市
寺
泊
支
所
管
内

長
岡
市
与
板
支
所
管
内

柏

崎

市

燕

市

佐

渡

市

西

蒲

原

郡

三

島

郡

刈

羽

郡

第

三

区

新

潟

市

北

区本
庁
管
内
（
細
山
、
小
杉
、
十
二
前
及
び
横
越
に
属
す
る
区
域
を
除

く
。
）

北
区
役
所
北
出
張
所
管
内
（
す
み
れ
野
四
丁
目
に
属
す
る
区
域
に
限

る
。
）

新

発

田

市

村

上

市

玉

泉

市

阿

賀

野

市

胎

内

市

北

蒲

原

郡

東

蒲

原

郡

岩

船

郡

第

四

区

新

潟

市

北

区第
一
区
及
び
第
三
区
に
属
し
な
い
区
域

東

区

n
H
U
 

円
〈

d



第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

中

央

区

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

江

南

区

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

秋

葉

区

南

区第
一
区
及
び
第
二
区
に
属
し
な
い
区
域

長

岡

市

長
岡
市
中
之
島
支
所
管
内
（
押
切
川
原
町
に
属
す
る
区
域
の
う
ち
、
平

成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
長
岡
市
の
区
域
で
あ
っ
た
区
域
を

除
く
。
）

長
岡
市
栃
尾
支
所
管
内

三

条

市

加

茂

市

見

附

市

南

蒲

原

郡

第

五

区

長

岡

市

第
二
区
及
び
第
四
区
に
属
し
な
い
区
域

小

千

谷

市

魚

沼

市

南

魚

沼

市

南

魚

沼

郡

第

六

区

十

日

町

市

糸

魚

川

市

妙

高

市

上

越

市

-40 



中

魚

沼

郡

富

山

県

第

一

区

富

山

市

本
庁
管
内

第

二

区

富

山

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

魚

津

市

滑

川

市

黒

部

市

中

新

川

郡

下

新

川

郡

第

三

区

高

岡

市

氷

見

市

砺

波

市

小

矢

部

市

南

砺

市

射

水

市石

川

県

第

一

区

金

沢

市

第

二

区

小

松

市

加

賀

市

白

山

市

能

美

市

野

々

市

市

-41-
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三
方
上
中
郡

山

梨

第

一

区

甲

府

市

韮

崎

市

南
ア
ル
プ
ス
市

北

杜

市

甲

斐

市

中

央

市

西

八

代

郡

南

巨

摩

郡

中

巨

摩

郡

第

二

区

富
士
吉
田
市

都

留

市

山

梨

市

大

月

市

笛

吹

市

上

野

原

市

甲

州

市

南

都

留

郡

北

都

留

郡

長

野

県

第

一

区

長

野

市

本
庁
管
内

長
野
市
篠
ノ
井
支
所
管
内

長
野
市
松
代
支
所
管
内

長
野
市
若
穂
支
所
管
内

県
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長
野
市
川
中
島
支
所
管
内

長
野
市
更
北
支
所
管
内

長
野
市
七
二
会
支
所
管
内

長
野
市
信
更
支
所
管
内

長
野
市
古
里
支
所
管
内

長
野
市
柳
原
支
所
管
内

長
野
市
浅
川
支
所
管
内

長
野
市
大
豆
島
支
所
管
内

長
野
市
朝
陽
支
所
管
内

長
野
市
若
槻
支
所
管
内

長
野
市
長
沼
支
所
管
内

長
野
市
安
茂
里
支
所
管
内

長
野
市
小
田
切
支
所
管
内

長
野
市
芋
井
支
所
管
内

長
野
市
芹
田
支
所
管
内

長
野
市
古
牧
支
所
管
内

長
野
市
三
輪
支
所
管
内

長
野
市
吉
田
支
所
管
内

須

坂

市

中

野

市

飯

山

市

上

高

井

郡

下

高

井

郡

下

水

内

郡

第

二

区

長

野

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

松

本

市

大

町

市

-44-



安

曇

野

市

東

筑

摩

郡

北

安

曇

郡

上

水

内

郡

第

三

区

上

田

市

小

諸

市

佐

久

市

千

曲

市

東

御

市

南

佐

久

郡

北

佐

久

郡

小

県

郡

埴

科

郡

第

四

区

岡

谷

市

諏

訪

市

茅

野

市

塩

尻

市

諏

訪

郡

木

曽

郡

第

五

区

，

飯

田

市

伊

那

市

駒

ヶ

根

市

上

伊

那

郡

下

伊

那

郡

岐

車

一

区

第

県

F
h
d
 

A
せ



岐

阜

市

本
庁
管
内

岐
阜
市
役
所
西
部
事
務
所
管
内

岐
阜
市
役
所
東
部
事
務
所
管
内

岐
阜
市
役
所
北
部
事
務
所
管
内

岐
阜
市
役
所
南
部
東
事
務
所
管
内

岐
阜
市
役
所
南
部
西
事
務
所
管
内

岐
阜
市
役
所
日
光
事
務
所
管
内

第

二

区

大

垣

市

海

津

市

養

老

郡

不

破

郡

安

八

郡

揖

斐

郡

第

三

区

岐

阜

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

関

市

美

濃

市

羽

島

市

各

務

原

市

山

県

市

瑞

穂

市

本

巣

市

羽

島

郡

本

巣

郡

第

四

区

高

山

市

-46-



美
濃
加
茂
市

可

児

市

飛

騨

市

郡

上

市

下

E

市

加

茂

郡

可

児

郡

大

野

郡

第

五

区

多

治

見

市

中

津

川

市

瑞

浪

市

恵

那

市

土

岐

市
静

岡

第

一

区

静

岡

市

葵

区本
庁
管
内
（
瀬
名
川
三
丁
目
（
五
番
二
十
五
号
及
び
五
番
五
十
号
か

ら
五
番
五
十
九
号
ま
で
に
限
る
。
）
に
属
す
る
区
域
を
除
く
。
）

葵
区
役
所
井
川
支
所
管
内

駿

河

区

本
庁
管
内
（
谷
田
に
属
す
る
区
域
の
う
ち
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十

一
日
に
お
い
て
清
水
市
の
区
域
で
あ
っ
た
区
域
を
除
く
。
）

駿
河
区
役
所
長
田
支
所
管
内

清

水

区

本
庁
管
内
斗
欄
ベ
対
副
州
利
回
割
制
↓
刻
制
対
副
刈
刊
四
割
削
ヨ
凶

限
る
。
）
に
属
す
る
区
域
に
限
る
。
）

二

区

県

-47-
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島

田

市

焼

津

市

藤

枝

市

御

前

崎

市

御
前
崎
支
所
管
内

牧

之

原

市

榛

原

郡

第

三

区

浜

松

市

天

竜

区

春
野
町
領
家
、
春
野
町
堀
之
内
、
春
野
町
胡
桃
平
、
春
野
町
和
泉
平

、
春
野
町
砂
川
、
春
野
町
大
時
、
春
野
町
長
蔵
寺
、
春
野
町
石
打
松

下
、
春
野
町
田
黒
、
春
野
町
筏
戸
大
上
、
春
野
町
五
和
、
春
野
町
越

刺
可
剥
矧
吋
同
州
司
剥
矧
吋
制
司
剥
矧
剛
相
司
割
問
剛
刻

、
春
野
町
川
上
、
春
野
町
宮
川
、
春
野
町
気
回
、
春
野
町
豊
岡
、
春

野
町
石
切
、
春
野
町
小
俣
京
丸

磐

田

市

掛

川

市

袋

井

市

御

前

崎

市

第
二
区
に
属
し
な
い
区
域

菊

川

市

周

智

郡

第

四

区

静

岡

市

葵

区第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

駿

河

区

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域
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北
松
野
、

中
野
台
一
丁
目
、

中
野
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第

七

区

浜

松

市

中

区

（

西

E
町
及
び
花
川
町
に
属
す
る
区
域
に
限
る
。
）

西

区

南
区
（
高
塚
町
、
増
楽
町
、
若
林
町
及
び
東
若
林
町
に
属
す
る
区

域
に
限
る
。
）

北

区
浜

北

区

天

竜

区

第
三
区
に
属
し
な
い
区
域

湖

西

市

第

八

区

浜

松

市

中

区第
七
区
に
属
し
な
い
区
域

東

区

南

区第
七
区
に
属
し
な
い
区
域

愛

知

県

第

一

区

名

古

屋

市

東

区

北

区
西

区

中

区

第

二

区

名

古

屋

市

千

種

区

守

山

区

-50-
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長

久

手

市

愛

知

郡

第

八

区

半

田

市

常

滑

市

東

海

市

知

多

市

知

多

郡

第

九

区

一
｛
呂
市
’

本
庁
管
内

起
、
開
明
、
上
祖
父
江
、
北
今
、
小
信
中
島
、
三
条
、
玉
野
、
富
田

、
西
玉
城
、
西
中
野
、
西
中
野
番
外
、
西
萩
原
、
蓮
池
、
東
玉
城
、

東
加
賀
野
井
、
明
地
、
祐
久
、
篭
屋
一
丁
目
、
篭
屋
二
丁
目
、
篭
屋

三
丁
目
、
篭
屋
四
丁
目
、
篭
屋
五
丁
目

津

島

市

稲

沢

市

愛

西

市

弥

富

市

あ

ま

市

海

部

郡

第

十

区
一

宮

市

第
九
区
に
属
し
な
い
区
域

江

南

市

山
右

A
居

ム

巾

丹

羽

郡

第

十

一

区

豊

田

市

ワム
F
h
u
 



旭
地
域
自
治
区

足
助
地
域
自
治
区

小
原
地
域
自
治
区

上
郷
地
域
自
治
区

挙
母
地
域
自
治
区

猿
投
地
域
自
治
区

下
山
地
域
自
治
区

高
岡
地
域
自
治
区

高
橋
地
域
自
治
区

藤
岡
地
域
自
治
区

松
平
地
域
自
治
区

み

よ

し

市

第

十

二

区

岡

崎

市

西

尾

市

額

田

郡

第

十

三

区

碧

南

市

刈

谷

市

安

城

市

知

立

市

高

浜

市

第

十

四

区

豊

川

市

豊

田

市

第
十
一
区
に
属
し
な
い
区
域

蒲

郡

市

新

城

市

北

設

楽

郡

円
ぺ
U

「
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第

十

五

区

豊

橋

市

田

原

市
三

重

第

一

区

津

市本
庁
管
内

津
市
河
芸
総
合
支
所
管
内

津
市
芸
濃
総
合
支
所
管
内

津
市
美
里
総
合
支
所
管
内

津
市
安
濃
総
合
支
所
管
内

津
市
高
野
尾
出
張
所
管
内

津
市
大
里
出
張
所
管
内

津
市
一
身
田
出
張
所
管
内

津
市
白
塚
出
張
所
管
内

津
市
栗
真
出
張
所
管
内

津
市
安
東
出
張
所
管
内

津
市
櫛
形
出
張
所
管
内

津
市
片
田
出
張
所
管
内

津
市
神
戸
出
張
所
管
内

津
市
藤
水
出
張
所
管
内

津
市
高
茶
屋
出
張
所
管
内

津
市
雲
出
出
張
所
管
内

名

張

市

伊

賀

市

第

二

区

四

日

市

市

四
日
市
市
常
磐
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

四
日
市
市
日
永
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

県

A
斗‘

戸

h
d



四
日
市
市
四
郷
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

四
日
市
市
内
部
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

四
日
市
市
塩
浜
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

四
日
市
市
・
小
山
田
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

四
日
市
市
川
島
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

四
日
市
市
桜
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

四
日
市
市
河
原
田
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

四
日
市
市
水
沢
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

四
日
市
市
中
部
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
管
内

四
日
市
市
楠
総
合
支
所
管
内

鈴

鹿

市

亀

山

市

第

三

区

四

日

市

市

第
二
区
に
属
し
な
い
区
域

桑

名

市

い

な

ベ

市

桑

名

郡

員

弁

郡

三

重

郡

第

四

区

津

市第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

松

阪

市

多

気

郡

第

五

区

伊

勢

市

尾

鷲

市

鳥

羽

市
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熊

野

市

志

摩

市

度

会

郡

北

牟

婁

郡

南

牟

婁

郡

滋

賀

第

一

区

大

津

市

高

島

市

第

二

区

彦

根

市

長

浜

市

東

近

江

市

東
近
江
市
愛
東
支
所
管
内

東
近
江
市
湖
東
支
所
管
内

米

原

市

愛

知

郡

犬

上

郡

第

三

区

草

津

市

守

山

市

栗

東

市

野

洲

市

第

四

区

近
江
八
幡
市

甲

賀

市

湖

南

市

東

近

江

市

第
二
区
に
属
し
な
い
区
域

県

p
h
u
 －kd

 



蒲
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舞

鶴

市

綾

部

市

宮

津

市

京

丹

後

市

与

謝

郡

第

六

区

宇

治

市

城

陽

市

八

幡

市

京

田

辺

市

木

津

川

市

久

世

郡

綴

喜

郡

相

楽

郡大

阪

第

一

区
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台
、
飾
磨
区
若
宮
町
、
飾
西
、
飾
西

台
、
飾
東
町
大
釜
、
飾
東
町
大
釜
新
、
飾
東
町
小
原
、
飾
東
町
小
原
新

、
飾
東
町
唐
端
新
、
飾
東
町
北
野
、
飾
東
町
北
山
、
飾
東
町
清
住
、
飾

東
町
佐
良
和
、
飾
東
町
塩
崎
、
飾
東
町
志
吹
、
飾
東
町
庄
、
飾
東
町
豊

園
、
飾
東
町
八
重
畑
、
飾
東
町
山
崎
、
飾
東
町
夕
陽
ケ
丘
、
四
郷
町
明

田
、
四
郷
町
上
鈴
、
四
郷
町
坂
元
、
四
郷
町
中
鈴
、
四
郷
町
東
阿
保
、

四
郷
町
本
郷
、
四
郷
町
見
野
、
四
郷
町
山
脇
、
東
雲
町
一
丁
目
、
東
雲

町
二
丁
目
、
東
雲
町
三
丁
目
、
東
雲
町
四
丁
目
、
東
雲
町
五
丁
目
、
東

雲
町
六
丁
目
、
忍
町
、
実
法
寺
、
下
手
野
一
丁
目
、
下
手
野
二
丁
目
、

下
手
野
三
丁
目
、
下
手
野
四
丁
目
、
下
手
野
五
丁
目
、
下
手
野
六
丁
目

、
下
寺
町
、
十
二
所
前
町
、
庄
田
、
城
東
町
、
城
東
町
京
口
台
、
城
東

町
玉
軒
屋
、
城
東
町
清
水
、
城
東
町
竹
之
門
、
城
東
町
中
河
原
、
城
東

町
野
田
、
城
東
町
毘
沙
問
、
城
北
新
町
一
丁
目
、
城
北
新
町
二
丁
目
、

城
北
新
町
三
丁
目
、
城
北
本
町
、
書
写
、
書
写
台
一
丁
目
、
書
写
台
二
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丁
目
、
書
写
台
三
丁
目
、
自
国
、
自
国
一
丁
目
、
自
国
二
丁
目
、
自
国

三
丁
目
、
自
国
四
丁
目
、
自
国
五
丁
目
、
白
浜
町
、
白
浜
町
宇
佐
崎
北

一
丁
目
、
白
浜
町
宇
佐
崎
北
二
丁
目
、
白
浜
町
宇
佐
崎
北
三
丁
目
、
白

浜
町
宇
佐
崎
中
一
丁
目
、
白
浜
町
宇
佐
崎
中
二
丁
目
、
白
浜
町
宇
佐
崎

中
三
丁
目
、
白
浜
町
宇
佐
崎
南
一
丁
目
、
白
浜
町
宇
佐
崎
南
二
丁
目
、

白
浜
町
神
田
一
丁
目
、
白
浜
町
神
田
二
丁
目
、
白
浜
町
寺
家
一
丁
目
、

白
浜
町
寺
家
二
丁
目
、
白
浜
町
灘
浜
、
白
銀
町
、
城
見
台
一
丁
目
、
城

見
台
二
丁
目
、
城
見
台
三
丁
目
、
城
見
台
四
丁
目
、
城
見
町
、
新
在
家

、
新
在
家
一
丁
目
、
新
在
家
二
丁
目
、
新
在
家
三
丁
目
、
新
在
家
四
丁

目
、
新
在
家
中
の
町
、
新
在
家
本
町
一
丁
目
、
新
在
家
本
町
二
丁
目
、

新
在
家
本
町
三
丁
目
、
新
在
家
本
町
四
丁
目
、
新
在
家
本
町
五
丁
目
、

新
在
家
本
町
六
丁
目
、
神
和
町
、
菅
生
台
、
総
社
本
町
、
大
黒
壱
丁
町

、
大
寿
台
一
丁
目
、
大
寿
台
二
丁
目
、
大
善
町
、
田
井
台
、
高
岡
新
町

、
高
尾
町
、
鷹
匠
町
、
竹
田
町
、
龍
野
町
一
丁
目
、
龍
野
町
二
丁
目
、

龍
野
町
三
丁
目
、
龍
野
町
四
丁
目
、
龍
野
町
五
丁
目
、
龍
野
町
六
丁
目

、
立
町
、
田
寺
一
丁
目
、
田
寺
二
丁
目
、
田
寺
三
丁
目
、
田
寺
四
丁
目

田
寺
五
丁
目
、
田
寺
六
丁
目
、
田
寺
七
丁
目
、
田
寺
八
丁
目
、
田
寺

東
一
丁
目
、
田
寺
東
二
丁
目
、
田
寺
東
三
丁
目
、
田
寺
東
四
丁
目
、
田

寺
山
手
町
、
玉
手
、
玉
手
一
丁
目
、
玉
手
二
丁
目
、
玉
手
三
丁
目
、
玉

手
四
丁
目
、
地
内
町
、
中
地
、
中
地
南
町
、
町
田
、
町
坪
、
町
坪
南
町

、
千
代
田
町
、
継
、
佃
町
、
辻
井
一
丁
目
、
辻
井
二
丁
目
、
辻
井
三
丁

目
、
辻
井
四
丁
目
、
辻
井
五
丁
目
、
辻
井
六
丁
目
、
辻
井
七
丁
目
、
辻

井
八
丁
目
、
辻
井
九
丁
目
、
士
山
一
丁
目
、
土
山
二
丁
目
、
士
山
三
丁

目
、
土
山
四
丁
目
、
士
山
五
丁
目
、
土
山
六
丁
目
、
土
山
七
丁
目
、
士

山
東
の
町
、
手
柄
、
手
柄
一
丁
目
、
手
柄
二
丁
目
、
天
神
町
、
東
郷
町

、
同
心
町
、
豆
腐
町
、
砥
堀
、
苫
編
、
苫
編
南
一
丁
目
、
苫
編
南
二
丁

目
、
豊
沢
町
、
豊
富
町
甲
正
一
丁
目
、
豊
富
町
甲
正
二
丁
目
、
豊
一
富
町

甲
丘
三
丁
目
、
豊
富
町
甲
丘
四
丁
目
、
豊
富
町
神
谷
、
豊
一
富
町
豊
富
、

豊
富
町
御
蔭
、
名
古
山
町
、
南
条
、
南
条
一
丁
目
、
南
条
二
丁
目
、
南
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条
三
丁
目
、
二
階
町
、
西
今
宿
一
丁
目
、
西
今
宿
二
丁
目
、
西
今
宿
三

丁
目
、
西
今
宿
四
丁
目
、
西
今
宿
五
丁
目
、
西
今
宿
六
丁
目
、
西
今
宿

七
丁
目
、
西
今
宿
八
丁
目
、
西
駅
前
町
、
西
新
在
家
一
丁
目
、
西
新
在

家
二
丁
目
、
西
新
在
家
三
丁
目
、
西
新
町
、
西
大
寿
台
、
西
中
島
、
西

二
階
町
、
西
延
末
、
西
八
代
町
、
西
夢
前
台
一
丁
目
、
西
夢
前
台
二
丁

目
、
西
夢
前
台
三
丁
目
、
西
脇
、
仁
豊
野
、
農
人
町
、
南
畝
町
、
南
畝

町
一
丁
目
、
南
畝
町
二
丁
目
、
野
里
、
野
里
上
野
町
一
丁
目
、
野
里
上

野
町
二
丁
目
、
野
里
慶
雲
寺
前
町
、
野
里
新
町
、
野
里
月
正
町
、
野
里

寺
町
、
野
里
中
町
、
野
里
東
同
心
町
、
野
里
東
町
、
野
里
堀
留
町
、
野

里
大
和
町
、
延
末
、
延
末
一
丁
目
、
白
鳥
台
一
丁
目
、
白
鳥
台
二
丁
目

、
白
鳥
台
三
丁
目
、
博
労
町
、
橋
之
町
、
花
影
町
一
丁
目
、
花
影
町
二

丁
目
、
花
影
町
三
丁
目
、
花
影
町
四
丁
目
、
花
田
町
一
本
松
、
花
田
町

小
川
、
花
田
町
加
納
原
田
、
花
田
町
上
原
田
、
花
田
町
高
木
、
花
田
町

勅
旨
、
林
田
町
大
堤
、
林
田
町
奥
佐
見
、
林
田
町
上
伊
勢
、
林
田
町
上

構
、
林
田
町
口
佐
見
、
林
田
町
久
保
、
林
田
町
下
伊
勢
、
林
田
町
下
構

、
林
田
町
新
町
、
林
田
町
中
構
、
林
田
町
中
山
下
、
林
田
町
林
田
、
林

田
町
林
谷
、
林
田
町
松
山
、
林
田
町
六
九
谷
、
林
田
町
八
幡
、
林
田
町

山
田
、
東
今
宿
一
丁
目
、
東
今
宿
二
丁
目
、
東
今
宿
三
丁
目
、
東
今
宿

四
丁
目
、
東
今
宿
五
丁
目
、
東
今
宿
六
丁
目
、
東
駅
前
町
、
東
辻
井
一

丁
目
、
東
辻
井
二
丁
目
、
東
辻
井
三
丁
目
、
東
辻
井
四
丁
目
、
東
延
末

、
東
延
末
一
丁
目
、
東
延
末
二
丁
目
、
東
延
末
三
丁
目
、
東
延
末
四
丁

目
、
東
延
末
五
丁
目
、
東
山
、
東
夢
前
台
一
丁
目
、
東
夢
前
台
二
丁
目

、
東
夢
前
台
三
丁
目
、
日
出
町
一
丁
目
、
日
出
町
二
丁
目
、
日
出
町
三

丁
目
、
平
野
町
、
広
畑
区
吾
妻
町
一
丁
目
、
広
畑
区
吾
妻
町
二
丁
目
、

広
畑
区
吾
妻
町
三
丁
目
、
広
畑
区
大
町
一
丁
目
、
広
畑
区
大
町
二
丁
目

、
広
畑
区
大
町
三
丁
目
、
広
畑
区
蒲
田
、
広
畑
区
蒲
田
一
丁
目
、
広
畑

区
蒲
田
二
丁
目
、
広
畑
区
蒲
田
三
丁
目
、
広
畑
区
蒲
田
四
丁
目
、
広
畑

区
蒲
田
五
丁
目
、
広
畑
区
北
河
原
町
、
広
畑
区
北
野
町
一
丁
目
、
広
畑

区
北
野
町
二
丁
目
、
広
畑
区
京
見
町
、
広
畑
区
小
坂
、
広
畑
区
小
松
町
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一
丁
目
、
広
畑
区
小
松
町
二
丁
目
、
広
畑
区
小
松
町
三
丁
目
、
広
畑
区

小
松
町
四
丁
目
、
広
畑
区
才
、
広
畑
区
清
水
町
一
丁
目
、
広
畑
区
清
水

町
二
丁
目
、
広
畑
区
清
水
町
三
丁
目
、
広
畑
区
城
山
町
、
広
畑
区
末
広

町
一
丁
目
、
広
畑
区
末
広
町
二
丁
目
、
広
畑
区
末
広
町
三
丁
目
、
広
畑

区
正
門
通
一
丁
目
、
広
畑
区
正
門
通
二
丁
目
、
広
畑
区
正
門
通
三
丁
目

、
広
畑
区
正
門
通
四
丁
目
、
広
畑
区
高
浜
町
一
丁
目
、
広
畑
区
高
浜
町

二
丁
目
、
広
畑
区
高
浜
町
三
丁
目
、
広
畑
区
高
浜
町
四
丁
目
、
広
畑
区

鶴
町
一
丁
目
、
広
畑
区
鶴
町
二
丁
目
、
広
畑
区
長
町
一
丁
目
、
広
畑
区

長
町
二
丁
目
、
広
畑
区
西
蒲
田
、
広
畑
区
西
夢
前
台
四
丁
目
、
広
畑
区

西
夢
前
台
五
丁
目
、
広
畑
区
西
夢
前
台
六
丁
目
、
広
畑
区
西
夢
前
台
七

丁
目
、
広
畑
区
西
夢
前
台
八
丁
目
、
広
畑
区
則
直
、
広
畑
区
早
瀬
町
一

丁
目
、
広
畑
区
早
瀬
町
二
丁
目
、
広
畑
区
早
瀬
町
三
丁
目
、
広
畑
区
東

新
町
一
丁
目
、
広
畑
区
東
新
町
二
丁
目
、
広
畑
区
東
新
町
三
丁
目
、
広

畑
区
東
夢
前
台
四
丁
目
、
広
畑
区
富
士
町
、
広
畑
区
本
町
一
丁
目
、
広

畑
区
本
町
二
丁
目
、
広
畑
区
本
町
三
丁
目
、
広
畑
区
本
町
四
丁
目
、
広

畑
区
本
町
五
丁
目
、
広
畑
区
本
町
六
丁
目
、
広
畑
区
夢
前
町
一
丁
目
、

広
畑
区
夢
前
町
二
丁
目
、
広
畑
区
夢
前
町
三
丁
目
、
広
畑
区
夢
前
町
四

丁
目
、
広
峰
一
丁
目
、
広
峰
二
丁
目
、
広
嶺
山
、
福
居
町
、
福
沢
町
、

福
中
町
、
福
本
町
、
藤
ケ
台
、
双
葉
町
、
船
丘
町
、
船
津
町
、
船
橋
町

二
丁
目
、
船
橋
町
三
丁
目
、
船
橋
町
四
丁
目
、
船
橋
町
五
丁
目
、
船
橋

町
六
丁
目
、
別
所
町
家
具
町
、
別
所
町
北
宿
、
別
所
町
小
林
、
別
所
町

佐
士
、
別
所
町
佐
土
一
丁
目
、
別
所
町
佐
土
二
丁
目
、
別
所
町
佐
土
三

丁
目
、
別
所
町
佐
土
新
、
別
所
町
別
所
、
別
所
町
別
所
一
丁
目
、
別
所

町
別
所
二
丁
目
、
別
所
町
別
所
三
丁
目
、
別
所
町
別
所
四
丁
目
、
別
所

町
別
所
五
丁
目
、
北
条
、
北
条
一
丁
目
、
北
条
梅
原
町
、
北
条
口
一
丁

目
、
北
条
口
二
丁
目
、
北
条
口
三
丁
目
、
北
条
口
四
丁
目
、
北
条
口
五

丁
目
、
北
条
永
良
町
、
北
条
宮
の
町
、
保
城
、
坊
主
町
、
峰
南
町
、
本

町
、
増
位
新
町
一
丁
目
、
増
位
新
町
二
丁
目
、
増
位
本
町
一
丁
目
、
増

位
本
町
二
丁
目
、
的
形
町
福
泊
、
的
形
町
的
形
、
丸
尾
町
、
御
国
野
町
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国
分
寺
、
御
国
野
町
御
着
、
御
国
野
町
西
御
着
、
御
国
野
町
深
志
野
、

神
子
岡
前
一
丁
目
、
神
子
岡
前
二
丁
目
、
神
子
岡
前
三
丁
目
、
神
子
岡

前
四
丁
目
、
御
立
北
一
丁
目
、
御
立
北
二
丁
目
、
御
立
北
三
丁
目
、
御

立
北
四
丁
目
、
御
立
中
一
丁
目
、
御
立
中
二
丁
目
、
御
立
中
三
丁
目
、

御
立
中
四
丁
目
、
御
立
中
五
丁
目
、
御
立
中
六
丁
目
、
御
立
中
七
丁
目

、
御
立
中
八
丁
目
、
御
立
西
一
丁
目
、
御
立
西
二
丁
目
、
御
立
西
三
丁

目
、
御
立
西
四
丁
目
、
御
立
西
五
丁
目
、
御
立
西
六
丁
目
、
御
立
東
一

丁
目
、
御
立
東
二
丁
目
、
御
立
東
三
丁
目
、
御
立
東
四
丁
目
、
御
立
東

五
丁
目
、
御
立
東
六
丁
目
、
緑
台
一
丁
目
、
緑
台
二
丁
目
、
南
今
宿
、

南
駅
前
町
、
南
車
崎
一
丁
目
、
南
車
崎
二
丁
目
、
南
新
在
家
、
南
町
、

南
八
代
町
、
宮
上
町
一
丁
目
、
宮
上
町
二
丁
目
、
宮
西
町
一
丁
目
、
宮

西
町
二
丁
目
、
宮
西
町
三
丁
目
、
宮
西
町
四
丁
目
、
陸
町
、
元
塩
町
、

元
町
、
八
家
、
八
木
町
、
八
代
、
八
代
東
光
寺
町
、
八
代
本
町
一
丁
目

、
八
代
本
町
二
丁
目
、
八
代
緑
ケ
正
町
、
八
代
宮
前
町
、
安
田
一
丁
目

、
安
田
二
丁
目
、
安
田
三
丁
目
、
安
田
四
丁
目
、
柳
町
、
山
田
町
北
山

田
、
山
田
町
多
田
、
山
田
町
西
山
田
、
山
田
町
牧
野
、
山
田
町
南
山
田

、
山
野
井
町
、
山
畑
新
田
、
山
吹
一
丁
目
、
山
吹
二
丁
目
、
吉
田
町
、

米
田
町
、
余
部
区
上
川
原
、
余
部
区
上
余
部
、
余
部
区
下
余
部
、
六
角

、
若
菜
町
一
丁
目
、
若
菜
町
二
丁
目
、
綿
町

第

十

二

区

姫

路

市

第
十
一
区
に
属
し
な
い
区
域

相

生

市

赤

穂

市

宍
前
米
市
・

た
つ
の
ム
巾

神

崎

郡

揖

保

郡

赤

穂

郡

n
H
V
 

ウ
t



県
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よ
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宇

陀

郡

高

市

郡

吉

野

郡和

歌

山

県

第

一

区

和

歌

山

市

第

二

区

海

南

市

橋

本

市

有

田

市

紀

の

川

市

岩

出

市

海

草

郡

伊

都

郡

第

一

三

区

御

坊

市

田

辺

市

新

宮

市

有

田

郡

日

高

郡

西

牟

婁

郡

東

牟

婁

郡

鳥

取

県

第

一

区

鳥

取

市

倉

吉

市

岩

美

郡

八

頭

郡

東

伯

郡
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三

朝

町

第

二

区

米

子

市

境

港

市

東

伯

郡

湯
梨
浜
町

琴

浦

町

北

栄

町

西

伯

郡

日

野

郡
島

根

第

一

区

松

江

市

出

雲

市

平
田
支
所
管
内

安

来

市

雲

南

市

雲
南
市
大
東
総
合
セ
ン
タ
ー
管
内

雲
南
市
加
茂
総
合
セ
ン
タ
ー
管
内

雲
南
市
木
次
総
合
セ
ン
タ
ー
管
内

仁

多

郡

隠

岐

郡

第

二

区

浜

田

市

出

雲

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

益

田

市

大

田

市

江

津

市

県

円
ペ

U
円

i



雲

南

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

飯

石

郡

邑

智

郡

鹿

足

郡岡

山

県

第

一

区

岡

山

市

北

区本
庁
管
内
（
祇
園
、
後
楽
園
、
中
原
及
び
牟
佐
に
属
す
る
区
域
を
除

く
。
）

北
区
役
所
御
津
支
所
管
内

北
区
役
所
建
部
支
所
管
内

南

区青
江
六
丁
目
、
あ
け
ぼ
の
町
、
泉
田
、
泉
田
一
丁
目
、
泉
田
二
丁
目

、
泉
田
三
丁
目
、
泉
田
四
丁
目
、
泉
田
五
丁
目
、
内
尾
、
浦
安
西
町

、
浦
安
本
町
、
浦
安
南
町
、
大
福
、
海
岸
通
一
丁
目
、
海
岸
通
二
丁

目
、
古
新
田
、
市
場
一
丁
目
、
市
場
二
丁
目
、
下
中
野
、
新
福
一
丁

目
、
新
福
二
丁
目
、
新
保
、
洲
崎
一
下
目
、
洲
崎
二
丁
目
、
洲
崎
三

丁
目
、
妹
尾
、
妹
尾
崎
、
曽
根
、
立
川
町
、
築
港
栄
町
、
築
港
新
町

一
丁
目
、
築
港
新
町
二
丁
目
、
築
港
ひ
か
り
町
、
築
港
緑
町
一
丁
目

、
築
港
緑
町
二
丁
目
、
築
港
緑
町
三
丁
目
、
築
港
元
町
、
千
鳥
町
、

当
新
田
、
富
浜
町
、
豊
成
一
丁
目
、
豊
成
二
丁
目
、
豊
成
三
丁
目
、

豊
浜
町
、
中
畦
、
並
木
町
一
丁
目
、
並
木
町
二
丁
目
、
南
輝
一
丁
目

、
南
輝
二
丁
目
、
南
輝
三
丁
目
、
西
市
、
西
畦
、
浜
野
一
丁
目
、
浜

野
二
丁
目
、
浜
野
三
丁
目
、
浜
野
四
丁
目
、
東
畦
、
平
福
一
丁
目
、

平
福
二
丁
目
、
福
島
一
丁
目
、
福
島
二
丁
目
、
福
島
三
丁
目
、
福
島

四
丁
目
、
福
田
、
福
富
中
一
丁
目
、
福
富
中
二
丁
目
、
福
富
西
一
丁

目
、
福
富
西
二
丁
目
、
福
富
西
三
丁
目
、
福
富
東
一
丁
目
、
福
富
東

A
せ

門
，

d



二
丁
目
、
福
成
一
丁
目
、
福
成
二
丁
目
、
福
成
三
丁
目
、
福
浜
町
、

福
浜
西
町
、
福
吉
町
、
藤
田
、
松
浜
町
、
万
倍
、
箕
島
、
三
浜
町
一

丁
目
、
三
浜
町
二
丁
目
、
山
田
、
米
倉
、
若
葉
町

加

賀

郡

吉
備
中
央
町

本
庁
管
内

広
面
、
上
加
茂
、
下
加
茂
、
美
原
、
加
茂
市
場
、
高
谷
、
平
岡
、

上
野
、
竹
部
、
上
田
東
、
細
田
、
三
納
谷
、
上
田
西
、
円
城
、
案

田
、
高
富
、
神
瀬
、
船
津
、
小
森

吉
備
中
央
町
役
場
井
原
出
張
所
管
内

第

二

区

間

山

市

北

区第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

中

区

東

区本
庁
管
内

南

区第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

玉

野

市

瀬

戸

内

市

第

三

区

岡

山

市

東

区第
二
区
に
属
し
な
い
区
域

山

市

前

市

磐

市
庭

市

R
U
 

円

i



本
庁
管
内

真
庭
市
蒜
山
振
興
局
管
内

真
庭
市
落
合
支
局
管
内

真
庭
市
勝
山
支
局
管
内

真
庭
市
美
甘
支
局
管
内

真
庭
市
湯
原
支
局
管
内

美

作

市

和

気

郡

真

庭

郡

吉

田

郡

勝

田

郡

英

田

郡

久

米

郡

第

四

区

倉

敷

市

本
庁
管
内

倉
敷
市
児
島
支
所
管
内

倉
敷
市
玉
島
支
所
管
内

倉
敷
市
水
島
支
所
管
内

倉
敷
市
庄
支
所
管
内

倉
敷
市
茶
屋
町
支
所
管
内

都

窪

郡

第

五

区

倉

敷

市

第
四
区
に
属
し
な
い
区
域

笠

岡

市

井

原

市

総

社

市

高

梁

市

76-



新

見

市

真

庭

市

第
三
区
に
属
し
な
い
区
域

浅

口

市

浅

口

郡

小

田

郡

加

賀

郡

吉
備
中
央
町

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

広

島

県

第

一

区

広

島

市

中

区

東

区
南

区

第

二

区

広

島

市

西

区

佐

伯

区

大

竹

市

廿

日

市

市

江

田

島

市

本
庁
管
内

江
田
島
市
沖
美
支
所
管
内

江
田
島
市
大
柿
支
所
管
内

江
田
島
市
鹿
川
出
張
所
管
内

江
田
島
市
高
田
出
張
所
管
内

第

三

区

広

島

市

-77 



安
佐
南
区

安
佐
北
区

安
芸
高
田
市

山

県

郡

第

四

区

広

島

市

安

芸

区

三

原

市

三
原
市
大
和
支
所
管
内

東

広

島

市

本
庁
管
内

東
広
島
市
八
本
松
出
張
所
管
内

東
広
島
市
志
和
出
張
所
管
内

東
広
島
市
高
屋
出
張
所
管
内

東
広
島
市
黒
瀬
支
所
管
内

東
広
島
市
福
富
支
所
管
内

東
広
島
市
豊
栄
支
所
管
内

東
広
島
市
河
内
支
所
管
内

安

芸

郡

第

五

区

呉

市

竹

原

市

三

原

市

三
原
市
本
郷
支
所
管
内

尾

道

市

尾
道
市
役
所
瀬
戸
田
支
所
管
内

東

広

島

市

第
四
区
に
属
し
な
い
区
域

江

田

島

市

口
δ

ウ

i



第
二
区
に
属
し
な
い
区
域

豊

田

郡

第

六

区

三

原

市

第
四
区
及
び
第
五
区
に
属
し
な
い
区
域

尾

道

市

第
五
区
に
属
し
な
い
区
域

府

中

市

三

次

市

庄

原

市

世

羅

郡

神

石

郡

第

七

区

福

山

市山

口

県

第

一

区

山

口

市

山
口
市
山
口
総
合
支
所
管
内

山
口
市
小
郡
総
合
支
所
管
内

山
口
市
秋
穂
総
合
支
所
管
内

山
口
市
阿
知
須
総
合
支
所
管
内

山
口
市
徳
地
総
合
支
所
管
内

防

府

市

周

南

市

本
庁
管
内

周
南
市
新
南
陽
総
合
支
所
管
内

周
南
市
鹿
野
総
合
支
所
管
内

周
南
市
櫛
浜
支
所
管
内

周
南
市
鼓
南
支
所
管
内

-79-



周
南
市
久
米
支
所
管
内

周
南
市
菊
川
支
所
管
内
一

周
南
市
夜
市
支
所
管
内

周
南
市
戸
田
支
所
管
内

周
南
市
湯
野
支
所
管
内

周
南
市
大
津
島
支
所
管
内

周
南
市
向
道
支
所
管
内

周
南
市
長
穂
支
所
管
内

周
南
市
須
々
万
支
所
管
内

周
南
市
中
須
支
所
管
内

周
南
市
須
金
支
所
管
内

第

二

区

下

松

市

岩

国

市

光

市

柳

井

市

周

南

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

大

島

郡

玖

珂

郡

熊

毛

郡

第
一
三
、
区

宇

部

市

山

口

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

萩

市

美

祢

市

山
陽
小
野
田
市

阿

武

郡

円

Unδ 



償
却

県

寸
1
4

nδ 



木
太
出
張
所
管
内

古
高
松
出
張
所
管
内

屋
島
出
張
所
管
内

前
田
出
張
所
管
内

川
添
出
張
所
管
内

林
出
張
所
管
内

三
谷
出
張
所
管
内

仏
生
山
出
張
所
管
内

香
西
出
張
所
管
内

一
宮
出
張
所
管
内

多
肥
出
張
所
管
内

川
岡
出
張
所
管
内

円
座
出
張
所
管
内

檀
紙
出
張
所
管
内

弦
打
出
張
所
管
内

鬼
無
出
張
所
管
内

下
笠
居
出
張
所
管
内

女
木
出
張
所
管
内

男
木
出
張
所
管
内

小

豆

郡

香

川

郡

第

二

区

高

松

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

丸

亀

市

綾
歌
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
管
内

飯
山
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
管
内

坂

出

市

さ

ぬ

き

市

円
，
山

口

δ



東
か
が
わ
市

木

田

郡

綾

歌

郡

第

三

区

丸

亀

市

第
二
区
に
属
し
な
い
区
域

善

通

寺

市

観

音

寺

市

三
曲
宣
市
・

仲

多

度

郡

愛

媛

県

第

一

区

松

山

市

本
庁
管
内

桑
原
支
所
管
内

道
後
支
所
管
内

味
生
支
所
管
内

生
石
支
所
管
内

垣
生
支
所
管
内

三
津
浜
支
所
管
内

久
枝
支
所
管
内

潮
見
支
所
管
内

和
気
支
所
管
内

堀
江
支
所
管
内

余
土
支
所
管
内

興
居
島
支
所
管
内

久
米
支
所
管
内

湯
山
支
所
管
内

伊
台
支
所
管
内

円〈
d

nδ 



玉
明
支
所
管
内

小
野
支
所
管
内

浮
穴
支
所
管
内

石
井
支
所
管
内

久
谷
支
所
管
内

第

二

区

松

山

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

今

治

市

東

温

市

越

智

郡

上

浮

穴

郡

伊

予

郡

第

一

三

区

新

居

浜

市

西

条

市

四
国
中
央
市

第

四

区

宇

和

島

市

八

幡

浜

市

大

洲

市

伊

予

市

西

予

市

喜

多

郡

西

宇

和

郡

北

宇

和

郡

南

宇

和

郡

高

知

一

区

県

-84-
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高

知

市

上
町
一
丁
目
、
上
町
二
丁
目
、
上
町
三
丁
目
、
上
町
四
丁
目
、
上
町
五

丁
目
、
本
丁
筋
、
水
通
町
、
通
町
、
唐
人
町
、
与
力
町
、
鷹
匠
町
一
丁

目
、
鷹
匠
町
二
丁
目
、
本
町
一
丁
目
、
本
町
二
丁
目
、
本
町
三
丁
目
、

本
町
四
丁
目
、
本
町
五
丁
目
、
升
形
、
帯
屋
町
一
丁
目
、
帯
屋
町
二
丁

目
、
追
手
筋
一
丁
目
、
追
手
筋
二
丁
目
、
廿
代
町
、
永
国
寺
町
、
丸
ノ

内
一
丁
目
、
丸
ノ
内
二
丁
目
、
中
の
島
、
九
反
田
、
菜
園
場
町
、
農
人

町
、
城
見
町
、
堺
町
、
南
は
り
ま
や
町
一
丁
目
、
南
は
り
ま
や
町
二
丁

目
、
弘
化
台
、
桜
井
町
一
丁
目
、
桜
井
町
二
丁
目
、
は
り
ま
や
町
一
丁

目
、
は
り
ま
や
町
二
丁
目
、
は
り
ま
や
町
三
丁
目
、
宝
永
町
、
弥
生
町

、
丸
池
町
、
小
倉
町
、
東
雲
町
、
日
の
出
町
、
知
寄
町
一
丁
目
、
知
寄

町
二
丁
目
、
知
寄
町
三
丁
目
、
青
柳
町
、
稲
荷
町
、
若
松
町
、
高
塙
、

杉
井
流
、
北
金
田
、
南
金
田
、
札
場
、
南
御
座
、
北
御
座
、
南
川
添
、

北
川
添
、
北
久
保
、
南
久
保
、
海
老
ノ
丸
、
中
宝
永
町
、
南
宝
永
町
、

二
葉
町
、
入
明
町
、
洞
ケ
島
町
、
寿
町
、
中
水
道
、
幸
町
、
伊
勢
崎
町

、
相
模
町
、
吉
田
町
、
愛
宕
町
一
丁
目
、
愛
宕
町
二
丁
目
、
愛
宕
町
三

丁
目
、
愛
宕
町
四
丁
目
、
大
川
筋
一
丁
目
、
大
川
筋
二
丁
目
、
駅
前
町

、
相
生
町
、
江
陽
町
、
北
本
町
一
丁
目
、
北
本
町
二
丁
目
、
北
本
町
三

丁
目
、
北
本
町
四
丁
目
、
新
本
町
一
丁
目
、
新
本
町
二
丁
目
、
昭
和
町

、
和
泉
町
、
塩
田
町
、
比
島
町
一
丁
目
、
比
島
町
二
丁
目
、
比
島
町
三

丁
目
、
比
島
町
四
丁
目
、
栄
田
町
一
丁
目
、
栄
田
町
二
丁
目
、
栄
田
町

三
丁
目
、
井
口
町
、
平
和
町
、
三
ノ
丸
、
宮
前
町
、
西
町
、
大
膳
町
、

山
ノ
端
町
、
桜
馬
場
、
城
北
町
、
北
八
反
町
、
宝
町
、
小
津
町
、
越
前

町
一
丁
目
、
越
前
町
二
丁
目
、
新
屋
敷
一
丁
目
、
新
屋
敷
二
丁
目
、
八

反
町
一
丁
目
、
八
反
町
二
丁
目
、
東
城
山
町
、
城
山
町
、
東
石
立
町
、

石
立
町
、
玉
水
町
、
縄
手
町
、
鏡
川
町
、
下
島
町
、
旭
町
一
丁
目
、
旭

町
二
丁
目
、
旭
町
三
丁
目
、
赤
石
町
、
中
須
賀
町
、
旭
駅
前
町
、
元
町

、
南
元
町
、
旭
上
町
、
水
源
町
、
本
宮
町
、
上
本
宮
町
、
大
谷
、
岩
ケ

淵
、
鳥
越
、
塚
ノ
原
、
西
塚
ノ
原
、
長
尾
山
町
、
旭
天
神
町
、
佐
々
木

F
h
d
 

nδ 



町
、
北
端
町
、
山
手
町
、
横
内
、
口
細
山
、
尾
立
、
蓮
台
、
福
井
町
、

福
井
扇
町
、
福
井
東
町
、
池
、
仁
井
田
、
種
崎
、
十
津
一
丁
目
、
十
津

二
丁
目
、
十
津
三
丁
目
、
十
津
四
丁
目
、
十
津
五
丁
目
、
十
津
六
丁
目

、
吸
江
、
五
台
山
、
屋
頭
、
高
須
、
葛
島
一
丁
目
、
葛
島
二
丁
目
、
葛

島
三
丁
目
、
葛
島
四
丁
目
、
高
須
新
町
一
丁
目
、
高
須
新
町
二
丁
目
、

高
須
新
町
三
丁
目
、
高
須
新
町
四
丁
目
、
高
須
砂
地
、
高
須
本
町
、
高

須
新
木
、
高
須
一
丁
目
、
高
須
二
丁
目
、
高
須
三
丁
目
、
高
須
東
町
、

高
須
西
町
、
高
須
絶
海
、
高
須
大
谷
、
高
須
大
島
、
布
師
団
、
二
呂
、

蔚
野
、
重
倉
、
久
礼
野
、
蔚
野
西
町
一
丁
目
、
蔚
野
西
町
二
丁
目
、
蔚

野
西
町
三
丁
目
、
蔚
野
北
町
一
丁
目
、
蔚
野
北
町
二
丁
目
、
蔚
野
北
町

三
丁
目
、
蔚
野
北
町
四
丁
目
、
蔚
野
東
町
、
蔚
野
中
町
、
蔚
野
南
町
、

一
宮
西
町
一
丁
目
、
一
宮
西
町
二
丁
目
、
一
宮
西
町
三
丁
目
、
一
宮
西

町
四
丁
目
、
一
宮
し
な
ね
一
丁
目
、
二
呂
し
な
ね
二
丁
目
、
一
宮
南
町

一
丁
目
、
一
宮
南
町
二
丁
目
、
一
宮
中
町
一
丁
目
、
一
宮
中
町
二
丁
目

一
宮
中
町
三
丁
目
、
一
宮
東
町
一
丁
目
、
一
宮
東
町
二
丁
目
、
二
呂

東
町
三
丁
目
、
一
宮
東
町
四
丁
目
、
一
宮
東
町
五
丁
目
、
一
宮
徳
谷
、

愛
宕
山
、
前
里
、
東
秦
泉
寺
、
中
秦
泉
寺
、
三
園
町
、
西
秦
泉
寺
、
北

秦
泉
寺
、
宇
津
野
、
三
谷
、
七
ツ
淵
、
加
賀
野
井
一
丁
目
、
加
賀
野
井

二
丁
目
、
愛
宕
山
南
町
、
秦
南
町
一
丁
目
、
秦
南
町
二
丁
目
、
東
久
万

、
中
久
万
、
西
久
万
、
南
久
万
、
万
々
、
中
万
々
、
南
万
々
、
柴
巻
、

円
行
寺
、
一
ツ
橋
町
一
丁
目
、
一
ツ
橋
町
二
丁
目
、
み
づ
き
一
丁
目
、

み
づ
き
二
丁
目
、
み
づ
き
三
丁
目
、
み
づ
き
山
、
大
津
甲
、
大
津
乙
、

介
良
甲
、
介
良
乙
、
介
良
丙
、
介
良
、
潮
見
台
一
丁
目
、
潮
見
台
二
丁

目
、
潮
見
台
三
丁
目
、
鏡
大
河
内
、
鏡
小
浜
、
鏡
大
利
、
鏡
今
井
、
鏡

草
峰
、
鏡
白
岩
、
鏡
狩
山
、
鏡
吉
原
、
鏡
的
湖
、
鏡
去
坂
、
鏡
竹
奈
路

、
鏡
敷
ノ
山
、
鏡
柿
ノ
又
、
鏡
横
矢
、
鏡
増
原
、
鏡
葛
山
、
鏡
梅
ノ
木

、
鏡
小
山
、
土
佐
山
菖
蒲
、
土
佐
山
西
川
、
土
佐
山
梶
谷
、
土
佐
山
、

土
佐
山
高
川
、
土
佐
山
桑
尾
、
土
佐
山
都
網
、
土
佐
山
弘
瀬
、
土
佐
山

東
川
、
土
佐
山
中
切

n
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可

t
円
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第

一

区

福

岡

市

早

良

区

西

区

糸

島

市

第

四

区

宗

像

市

古

賀

市

福

津

市

糟

屋

郡

第

五

区

筑

紫

野

市

春

日

市

大

野

城

市

太

宰

府

市

朝

倉

市

筑

紫

郡

朝

倉

郡

第

六

区

久

留

米

市

大

川

市

小

郡

市

う

き

は

市

三

井

郡

三

瀦

郡

第

七

区

大

牟

田

市

柳

川

市

八

女

市

-88-



筑

後

市

み

や

ま

市

八

女

郡

第

八

区

直

方

市

飯

塚

市

中

間

市

宮

若

市

嘉

麻

市

遠

賀

郡

鞍

手

郡

嘉

穂

郡

第

九

区

北

九

州

市

若

松

区

八
幡
東
区

八
幡
西
区

戸

畑

区

第

十

区

北

九

州

市

門

司

区

小
倉
北
区

小
倉
南
区

第

十

一

区

田

川

市

行

橋

市

豊

前

市

田

川

郡

京

都

郡

n
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上

郡

佐

賀

第

一

区

佐

賀

市

鳥

栖

市

神

埼

市

神

埼

郡

三

養

基

郡

第

二

区

唐

津

市

多

久

市

伊

万

里

市

武

雄

市

鹿

島

市

小

城

市

嬉

野

市

東

松

浦

郡

西

松

浦

郡

杵

島

郡

藤

津

郡長

崎

第

一

区

長

崎

市

本
庁
管
内

小
ケ
倉
支
所
管
内

土
井
首
支
所
管
内

小
榊
支
所
管
内

西
浦
上
支
所
管
内

福
田
支
所
管
内 県

-90 

県



深
堀
支
所
管
内

日
見
支
所
管
内

茂
木
支
所
管
内

式
見
支
所
管
内

東
長
崎
支
所
管
内

三
重
支
所
管
内

香
焼
行
政
セ
ン
タ
ー
管
内

伊
王
島
行
政
セ
ン
タ
ー
管
内

高
島
行
政
セ
ン
タ
ー
管
内

野
母
崎
行
政
セ
ン
タ
ー
管
内

三
和
行
政
セ
ン
タ
ー
管
内

第

二

区

長

崎

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

島

原

市

諌

早

市

西

海

市

雲

仙

市

南

島

原

市

西

彼

杵

郡

第

三

区

佐

世

保

市

佐
世
保
市
役
所
早
岐
支
所
管
内

佐
世
保
市
役
所
三
川
内
支
所
管
内

佐
世
保
市
役
所
宮
支
所
管
内

大

村

市

対

馬

市

壱

岐

市

五

島

市

ーよ
円
同
d



東

彼

杵

郡

南

松

浦

郡

第

四

区

佐

世

保

市

第
三
区
に
属
し
な
い
区
域

平

戸

市

松

浦

市

北

松

浦

郡

熊

本

県

第

一

区

熊

本

市

中

央

区

安
政
町
、
井
川
淵
町
、
出
水
一
丁
目
、
出
水
二
丁
目
、
出
水
三
丁
目

、
出
水
四
丁
目
、
出
水
五
丁
目
、
出
水
六
丁
目
、
出
水
七
丁
目
、
出

水
八
丁
目
、
板
屋
町
、
魚
屋
町
一
丁
目
、
魚
屋
町
二
丁
目
、
魚
屋
町

三
丁
目
、
内
坪
井
町
、
江
津
二
丁
目
、
大
江
本
町
、
大
江
一
丁
目
、

大
江
二
丁
目
、
大
江
三
丁
目
、
大
江
四
丁
目
、
大
江
五
丁
目
、
大
江

六
丁
目
、
岡
田
町
、
帯
山
一
丁
目
、
帯
山
二
丁
目
、
帯
山
三
丁
目
、

帯
山
四
丁
目
、
帯
山
五
丁
目
、
帯
山
六
丁
目
、
帯
山
七
丁
目
、
帯
山

八
丁
目
、
帯
山
九
丁
目
、
鍛
冶
屋
町
、
上
鍛
冶
屋
町
、
上
京
塚
町
、

上
水
前
寺
一
丁
目
、
上
水
前
寺
二
丁
目
、
上
通
町
、
上
林
町
、
辛
島

町
、
川
端
町
、
河
原
町
、
北
千
反
畑
町
、
京
町
本
丁
、
京
町
一
丁
目

、
京
町
二
丁
目
、
草
葉
町
、
九
品
寺
一
丁
目
、
九
品
寺
二
丁
目
、
九

品
寺
三
丁
目
、
九
品
寺
四
丁
目
、
九
品
寺
五
丁
目
、
九
品
寺
六
丁
目

、
黒
髪
一
丁
目
、
黒
髪
二
丁
目
、
黒
髪
三
丁
目
、
黒
髪
四
丁
目
、
黒

髪
五
丁
目
、
黒
髪
六
丁
目
、
黒
髪
七
丁
目
、
黒
髪
八
丁
目
、
神
水
本

町
、
神
水
一
丁
目
、
神
水
二
丁
目
、
慶
徳
堀
町
、
紺
屋
阿
弥
陀
寺
町

、
紺
屋
今
町
、
紺
屋
町
一
丁
目
、
紺
屋
町
二
丁
目
、
紺
屋
町
三
丁
目

、
子
飼
本
町
、
国
府
本
町
、
国
府
一
丁
目
、
国
府
二
丁
目
、
国
府
三

円
／
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U



丁
目
、
国
府
四
丁
目
、
小
沢
町
、
古
城
町
、
壷
川
一
丁
目
、
壷
川
二

丁
目
、
湖
東
一
丁
目
、
呉
服
町
一
丁
目
、
呉
服
町
二
丁
目
、
呉
服
町

三
丁
目
、
米
屋
町
一
丁
目
、
米
屋
町
二
丁
目
、
米
屋
町
三
丁
目
、
細

工
町
一
丁
目
、
細
工
町
二
丁
目
、
細
工
町
三
丁
目
、
細
工
町
四
丁
目

、
細
工
町
五
丁
目
、
桜
町
、
三
郎
一
丁
目
、
島
崎
一
丁
目
、
下
通
一

丁
目
、
下
通
二
丁
目
、
城
東
町
、
新
大
江
一
丁
目
、
新
大
江
二
丁
目

、
新
大
江
三
丁
目
、
新
鍛
冶
屋
町
、
新
市
街
、
新
町
一
丁
目
、
新
町

二
丁
目
、
新
町
三
丁
目
、
新
町
四
丁
目
、
新
屋
敷
一
丁
目
、
新
屋
敷

二
丁
目
、
新
屋
敷
三
丁
目
、
水
前
寺
公
園
、
水
前
寺
一
丁
目
、
水
前

寺
二
丁
目
、
水
前
寺
三
丁
目
、
水
前
寺
四
丁
目
、
水
前
寺
五
丁
目
、

水
前
寺
六
丁
目
、
水
道
町
、
菅
原
町
、
．
船
場
町
下
一
丁
目
、
船
場
町

二
丁
目
、
船
場
町
三
丁
目
、
段
山
本
町
、
千
葉
城
町
、
中
央
街
、
坪

井
一
丁
目
、
坪
井
二
丁
目
、
坪
井
三
丁
目
、
坪
井
四
丁
目
、
坪
井
五

丁
目
、
坪
井
六
丁
目
、
手
取
本
町
、
通
町
、
渡
鹿
一
丁
目
、
渡
鹿
二

丁
目
、
渡
鹿
三
丁
目
、
渡
鹿
四
丁
目
、
渡
鹿
五
丁
目
、
渡
鹿
六
丁
目

、
渡
鹿
七
丁
目
、
中
唐
人
町
、
西
阿
弥
陀
寺
町
、
西
子
飼
町
、
西
唐

人
町
、
二
の
丸
、
白
山
一
丁
目
、
白
山
二
丁
目
、
白
山
三
丁
目
、
花

畑
町
、
東
阿
弥
陀
寺
町
、
東
京
塚
町
、
東
子
飼
町
、
古
桶
屋
町
、
古

川
町
、
古
京
町
、
古
大
工
町
、
保
田
窪
一
丁
目
、
保
田
窪
二
丁
目
、

本
丸
、
松
原
町
、
南
千
反
畑
町
、
南
坪
井
町
、
宮
内
、
妙
体
寺
町
、

室
園
町
、
薬
園
町
、
山
崎
町
、
横
紺
屋
町
、
万
町
一
丁
目
、
万
町
二

丁
目
、
練
兵
町

東

区
西

区池
亀
町
、
池
田
一
丁
目
、
池
田
二
丁
目
、
池
田
三
丁
目
、
池
田
四
丁

目
、
上
熊
本
一
丁
目
、
上
熊
本
二
丁
目
、
上
熊
本
三
丁
目
、
京
町
本

丁
、
津
浦
町
、
出
町
、
稗
田
町

北

区麻
生
田
一
丁
目
、
麻
生
田
二
丁
目
、
麻
生
田
三
丁
目
、
麻
生
田
四
丁

円べ
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目
、
麻
生
田
五
丁
目
、
改
寄
町
、
池
田
三
丁
目
、
和
泉
町
、
兎
谷
一

丁
目
、
兎
谷
二
丁
目
、
兎
谷
三
丁
目
、
打
越
町
、
大
窪
一
丁
目
、
大

窪
二
丁
目
、
大
窪
三
丁
目
、
大
窪
四
丁
目
、
大
窪
五
丁
目
、
大
鳥
居

町
、
梶
尾
町
、
鹿
子
木
町
、
釜
尾
町
、
北
迫
町
、
楠
一
丁
目
、
楠
二

丁
目
、
楠
三
丁
目
、
楠
四
丁
目
、
楠
五
丁
目
、
楠
六
丁
目
、
楠
七
丁

目
、
楠
八
丁
目
、
楠
野
町
、
黒
髪
町
大
字
坪
井
、
黒
髪
七
丁
目
、
小

糸
山
町
、
清
水
岩
倉
一
丁
目
、
清
水
岩
倉
二
丁
目
、
清
水
岩
倉
三
丁

目
、
清
水
亀
井
町
、
清
水
新
地
一
丁
目
、
清
水
新
地
二
丁
目
、
清
水

新
地
三
丁
目
、
清
水
新
地
四
丁
目
、
清
水
新
地
五
丁
目
、
清
水
新
地

六
丁
目
、
清
水
新
地
七
丁
目
、
清
水
東
町
、
清
水
本
町
、
清
水
町
大

字
打
越
、
清
水
町
大
字
松
崎
、
清
水
町
大
字
室
園
、
清
水
万
石
一
丁

目
、
清
水
万
石
二
丁
目
、
清
水
万
石
三
丁
目
、
清
水
万
石
四
丁
目
、

清
水
万
石
五
丁
目
、
下
硯
川
町
、
下
硯
川
一
丁
目
、
下
硯
川
二
丁
目

、
硯
川
町
、
高
平
一
丁
目
、
高
平
二
丁
目
、
高
平
三
丁
目
、
龍
田
陳

内
一
丁
目
、
龍
田
陳
内
二
丁
目
、
龍
田
陳
内
三
丁
目
、
龍
田
陳
内
四

丁
目
、
龍
田
町
弓
削
、
龍
田
弓
削
一
丁
目
、
龍
田
弓
削
二
丁
目
、
龍

田
一
丁
目
、
龍
田
二
丁
目
、
龍
田
三
丁
目
、
龍
田
四
丁
目
、
龍
田
五

丁
目
、
龍
田
六
丁
目
、
龍
田
七
丁
目
、
龍
田
八
丁
目
、
龍
田
九
丁
目

、
太
郎
迫
町
、
津
浦
町
、
鶴
羽
田
町
、
鶴
羽
田
一
丁
目
、
鶴
羽
田
二

丁
目
、
鶴
羽
田
三
丁
目
、
鶴
羽
田
四
丁
目
、
鶴
羽
田
玉
丁
目
、
徳
王

町
、
徳
王
一
丁
目
、
徳
王
二
丁
目
、
西
梶
尾
町
、
検
木
一
丁
目
、
検

木
二
丁
目
、
橘
木
三
丁
目
、
橘
木
四
丁
目
、
檎
木
五
丁
目
、
検
木
六

丁
目
、
乗
越
ケ
正
、
八
景
水
谷
一
丁
目
、
八
景
水
谷
二
丁
目
、
八
景

水
谷
三
丁
目
、
八
景
水
谷
四
丁
目
、
飛
田
町
、
飛
田
一
丁
目
、
飛
田

二
丁
目
、
飛
田
三
丁
目
、
飛
田
四
丁
目
、
万
楽
寺
町
、
貢
町
、
武
蔵

ケ
正
一
丁
目
、
武
蔵
ケ
丘
二
丁
目
、
武
蔵
ケ
丘
三
丁
目
、
武
蔵
ケ
E

四
丁
目
、
武
蔵
ケ
正
五
丁
目
、
武
蔵
ケ
丘
六
丁
目
、
武
蔵
ケ
丘
七
丁

目
、
武
蔵
ケ
丘
八
丁
目
、
武
蔵
ケ
E
九
丁
目
、
室
園
町
、
明
徳
町
、

山
室
一
丁
目
、
山
室
二
丁
目
、
山
室
三
丁
目
、
山
室
四
丁
目
、
山
室

94-



五
丁
目
、
山
室
六
丁
目
、
四
方
寄
町
、
立
福
寺
町

第

二

区

熊

本

市

中

央

区

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

西

区第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

南

区会
富
町
、
荒
尾
町
、
荒
尾
一
丁
目
、
荒
尾
二
丁
目
、
荒
尾
三
丁
目
、

出
仲
間
一
丁
目
、
出
仲
間
二
丁
目
、
出
仲
間
三
丁
目
、
出
仲
間
四
丁

目
、
出
仲
間
五
丁
目
、
出
仲
間
六
丁
目
、
出
仲
間
七
丁
目
、
出
仲
間

八
丁
目
、
出
仲
間
九
丁
目
、
今
町
、
海
路
口
町
、
薄
場
町
、
薄
場
一

丁
目
、
薄
場
二
丁
目
、
薄
場
三
丁
目
、
内
田
町
、
江
越
一
丁
目
、
江

越
二
丁
目
、
奥
古
閑
町
、
上
ノ
郷
一
丁
目
、
上
ノ
郷
二
丁
目
、
刈
草

一
丁
目
、
刈
草
二
丁
目
、
刈
草
三
丁
目
、
川
口
町
、
川
尻
一
丁
目
、

川
尻
二
丁
目
、
川
尻
三
丁
目
、
川
尻
四
丁
目
、
川
尻
五
丁
目
、
川
尻

六
丁
目
、
幸
田
一
丁
目
、
幸
田
二
丁
目
、
合
志
一
丁
目
、
合
志
二
丁

目
、
合
志
三
丁
目
、
合
志
四
丁
目
、
護
藤
町
、
島
町
一
丁
目
、
島
町

二
丁
目
、
島
町
三
丁
目
、
島
町
四
丁
目
、
島
町
五
丁
目
、
十
禅
寺
二

丁
目
、
十
禅
寺
三
丁
目
、
白
石
町
、
白
藤
一
丁
目
、
白
藤
二
丁
目
、

白
藤
三
丁
目
、
白
藤
四
丁
目
、
白
藤
五
丁
目
、
砂
原
町
、
銭
塘
町
、

田
井
島
一
丁
目
、
田
井
島
二
丁
目
、
田
井
島
三
丁
目
、
田
迎
町
大
字

国
井
島
、
田
迎
町
大
字
良
町
、
田
迎
一
丁
目
、
田
迎
二
丁
目
、
田
迎

三
丁
目
、
田
迎
四
丁
目
、
田
迎
五
丁
目
、
田
迎
六
丁
目
、
近
見
町
、

近
見
一
丁
目
、
近
見
二
丁
目
、
近
見
三
丁
目
、
近
見
四
丁
目
、
近
見

五
丁
目
、
近
見
六
丁
目
、
近
見
七
丁
目
、
近
見
八
丁
目
、
近
見
九
丁

目
、
土
河
原
町
、
鳶
町
一
丁
目
、
鳶
町
二
丁
目
、
中
無
田
町
、
並
建

町
、
野
口
町
、
野
口
一
丁
目
、
野
口
二
丁
目
、
野
口
三
丁
目
、
野
口

四
丁
目
、
野
田
一
丁
目
、
野
田
二
丁
目
、
野
田
三
丁
目
、
畠
口
町
、

p
h
u
 

n
H
d
 



八
王
寺
町
、
八
分
字
町
、
浜
口
町
、
日
吉
一
丁
目
、
日
吉
二
丁
目
、

平
田
一
丁
目
、
平
田
二
丁
目
、
平
成
一
丁
目
、
平
成
二
丁
目
、
孫
代

町
、
馬
渡
一
丁
目
、
馬
渡
二
丁
目
、
美
登
里
町
、
南
高
江
町
、
南
高

江
一
丁
目
、
南
高
江
二
丁
目
、
南
高
江
三
丁
目
、
南
高
江
四
丁
目
、

南
高
江
五
丁
目
、
南
高
江
六
丁
目
、
南
高
江
七
丁
目
、
御
幸
木
部
町

、
御
幸
木
部
一
丁
目
、
御
幸
木
部
二
丁
目
、
御
幸
木
部
三
丁
目
、
御

幸
西
無
田
町
、
御
幸
西
一
丁
目
、
御
幸
西
二
丁
目
、
御
幸
西
三
丁
目

、
御
幸
西
四
丁
目
、
御
幸
笛
田
町
、
御
幸
笛
田
一
丁
目
、
御
幸
笛
田

二
丁
目
、
御
幸
笛
田
三
丁
目
、
御
幸
笛
田
四
丁
目
、
御
幸
笛
田
五
丁

目
、
御
幸
笛
田
六
丁
目
、
御
幸
笛
田
七
丁
目
、
御
幸
笛
田
八
丁
目
、

無
田
口
町
、
元
三
町
、
元
三
町
一
丁
目
、
元
三
町
二
丁
目
、
元
三
町

三
丁
目
、
元
三
町
四
丁
目
、
元
三
町
五
丁
目
、
八
幡
一
丁
目
、
八
幡

二
丁
目
、
八
幡
三
丁
目
、
八
幡
四
丁
目
、
八
幡
五
丁
目
、
八
幡
六
丁

目
、
八
幡
七
丁
目
、
八
幡
八
丁
目
、
八
幡
九
丁
目
、
八
幡
十
丁
目
、

八
幡
十
一
丁
目
、
良
町
一
丁
目
、
良
町
二
丁
目
、
良
町
三
丁
目
、
良

町
四
丁
目
、
良
町
五
丁
目
、
流
通
団
地
一
丁
目
、
流
通
団
地
二
丁
目

荒

尾

市

玉

名

市

玉

名

郡

第

三

区

熊

本

市

北

区第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

鹿

市

池

市

蘇

市
志

市

池

郡

蘇

郡

p
h
u
 

n
H
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県
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大

分

市

本
庁
管
内

鶴
崎
支
所
管
内

大
南
支
所
管
内

樹
剖
刻
例
制
州
（
大
字
廻
栖
野
（
六
百
十
八
番
地
か
ら
七
百
四
十
七
番

地
こ
ま
で
、
八
百
三
十
番
地
か
ら
八
百
三
十
二
番
地
一
ま
で
、
八
百
三

十
三
番
地
一
、
八
百
三
十
三
番
地
三
か
ら
八
百
三
十
六
番
地
三
ま
で
、

八
百
三
十
八
番
地
一
か
ら
八
百
三
十
八
番
地
こ
ま
で
、
八
百
四
十
一
番

地
、
千
五
百
八
十
七
番
地
、
千
五
百
九
十
一
番
地
か
ら
千
六
百
十
八
番

地
ま
で
及
び
千
六
百
二
十
番
地
に
限
る
。
）
に
属
す
る
区
域
を
除
く
。

大
在
支
所
管
内

坂
ノ
市
支
所
管
内

明
野
出
張
所
管
内

第

二

区

大

分

市

第
一
区
に
属
し
な
い
区
域

日

田

市

佐

伯

市

臼

杵

市

津

久

見

市

竹

田

市

豊
後
大
野
市

由

布

市

玖

珠

郡

第

三

区

別

府

市

中

津

市

豊
後
高
田
市

円
X
U

Q
d
 



杵

築

市

宇

佐

市

国

東

市

東

国

東

郡

速

見

郡
宮

崎

第

一

区

宮

崎

市

東

諸

県

郡

第

二

区

延

岡

市

日

向

市

西

都

市

児

湯

郡

東

臼

杵

郡

西

臼

杵

郡

第

三

区

都

城

市

日

南

市

小

林

市

串

間

市

え
び
の
占
巾

北

諸

県

郡

西

諸

県

郡

鹿

児

第

一

区

鹿

児

島

市

本
庁
管
内

伊
敷
支
所
管
内 県

ハ
同
d

n同
d

島

県



東
桜
島
支
所
管
内

吉
野
支
所
管
内

吉
田
支
所
管
内

桜
島
支
所
管
内

鹿

児

島

郡

第

二

区

鹿

児

島

市

谷
山
支
所
管
内

喜
入
支
所
管
内

指

宿

市

奄

美

市

南

九

州

市

頴
娃
支
所
管
内

大

島

郡

第

三

区

鹿

児

島

市

第
一
区
及
び
第
二
区
に
属
し
な
い
区
域

枕

崎

市

薩
摩
川
内
市

日

置

市

い
ち
き
串
木
野
市

南
さ
つ
ま
市

南

九

州

市

第
二
区
に
属
し
な
い
区
域

薩

摩

郡

第

四

区

阿

久

根

市

出

水

市

霧

島

市

100-



伊

佐

市

姶

良

市

出

水

郡

姶

良

郡

第

五

区

鹿

屋

市

西

之

表

市

垂

水

市

曽

於

市

志

布

志

市

曽

於

郡

肝

属

郡

熊

毛

郡
沖

縄

第

一

区

那

覇

市

島

尻

郡

渡
嘉
敷
村

座
間
味
村

粟

国

村

渡
名
喜
村

南
大
東
村

北
大
東
村

久
米
島
町

第

二

区

宜

野

湾

市

浦

添

市

中

頭

郡

第

三

区

県

T
1
4
 

n
U
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び

附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
間
に
お
け

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規

定
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
（
次
条
に
お
い
て
「
新

円

L
ハ
U

咽
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ム



る
人
口
較
差
を
緊
急
に
是
正
す
る
た
め
の
公
職
選
挙
法
及
び
衆
議
院
議
員
選

挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
号
）
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月

を
経
過
し
た
日
（
次
条
及
び
附
則
第
三
条
に
お
い
て
ご
部
施
行
日
」
と
い

う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
（
次
条
に
お
い
て

新
公
職
選
挙
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

は
一
部
施
行
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選

挙
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
次
回
の
総
選
挙
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
衆
議

院
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
つ
い
て
は
一
部
施
行
日
以
後
そ
の
期
日
を
公

示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
一
部
施
行
日
の
前
日
ま

で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
、
次
回
の
総
選
挙
の

期
日
の
公
示
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の

選
挙
及
び
一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ

れ
た
選
挙
（
衆
議
院
議
員
の
選
挙
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
の
取
扱
い
）

第
三
条
新
公
職
選
挙
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
は
、

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い

う
。
）
現
在
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
基
準
日
の
翌
日
か
ら
一
部
施
行
日

の
前
日
ま
で
の
聞
に
お
い
て
同
表
に
掲
げ
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
に
変

更
が
あ
っ
て
も
、
当
該
選
挙
区
に
関
す
る
限
り
、
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域

の
変
更
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
基
準
日
の
翌
日
か
ら
一
部

施
行
日
の
前
日
ま
で
の
聞
に
お
い
て
同
表
で
定
め
る
こ
以
上
の
選
挙
区
に
わ

た
っ
て
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
境
界
変
更
（
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都

公
職
選
挙
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
次
条
に
お
い
て
ご
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条
新
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
一
部
施
行
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を

公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
次
回
の
総

選
挙
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
し
、
一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日

を
公
示
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
及
び
次
回
の
総
選
挙
の
期
日
の
公
示

の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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市
の
区
の
区
域
の
変
更
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
っ

た
と
き
は
、
一
部
施
行
日
に
当
該
境
界
変
更
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、

新
公
職
選
挙
法
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
今
次
の
改
定
案
に
関
す
る
特
例
）

第
四
条
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会

設
置
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
選
挙
区
画
定
審
議
会
法
」
と
い
う
。

）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
今
次
の
改
定
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
各
都
道

府
県
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
（
次
項
に
お
い
て

単
に
「
選
挙
区
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
附
則
別
表
で
定
め
る
数
と
す
る
。

2
新
選
挙
区
画
定
審
議
会
法
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
選
挙
区
画

定
審
議
会
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
今
次
の
改
定
案
の
作
成
は
、
次
に
掲
げ

る
基
準
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
各
選
挙
区
の
人
口
は
、
人
口
（
官
報
で
公
示
さ
れ
た
平
成
二
十
二
年
の

国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
確
定
し
た
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
最
も
少
な
い
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
人
口
の
最
も

少
な
い
選
挙
区
の
人
口
以
上
で
あ
っ
て
、
か
っ
、
当
該
人
口
の
二
倍
未
満

で
あ
る
こ
と
。

二
選
挙
区
の
改
定
案
の
作
成
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
職

選
挙
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
公
職
選
挙
法
」
と
い
う
。
）
別
表

第
一
に
掲
げ
る
選
挙
区
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
行
う
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
各
選
挙
区
の
人

口
の
均
衡
を
図
り
（
イ
に
掲
げ
る
選
挙
区
の
改
定
案
の
作
成
の
場
合
に
限

る
。
）
、
行
政
区
画
、
地
勢
、
交
通
等
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
合

理
的
に
行
う
こ
と
。

イ
前
号
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
選
挙
区

ロ
附
則
別
表
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
選
挙
区
の
数
が
、
旧
公

職
選
挙
法
別
表
第
一
に
お
け
る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
選
挙
区
の
数
よ

り
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
選
挙
区

略
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（
今
次
の
改
定
案
に
関
す
る
特
例
）

第

三

条

略

2 



ハ
前
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
選
挙
区

ニ
ハ
に
掲
げ
る
選
挙
区
を
前
号
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な

範
囲
で
行
う
改
定
に
伴
い
改
定
す
べ
き
こ
と
と
な
る
選
挙
区

3
新
選
挙
区
画
定
審
議
会
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
選

挙
区
画
定
審
議
会
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
今
次
の
改
定
案
の
勧
告
は
、
こ

の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
行
う

も
の
と
す
る
。

4
政
府
は
、
今
次
の
改
定
案
に
係
る
新
選
挙
区
画
定
審
議
会
法
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
勧
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
勧
告
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
、
必

要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

3 

略

4 

略
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